
 

 

 

 

 

  

 

大分市一般廃棄物処理基本計画 

（素案） 

 

 

 

 

 
 

 

大 分 市 
 

 

 

 

 

 

諮問事項１ 資料 



  



目 次 

 

■■■■    第１章第１章第１章第１章    計画の概要計画の概要計画の概要計画の概要 ······················································ 1    

 第１節第１節第１節第１節    計画の策定主旨・目的計画の策定主旨・目的計画の策定主旨・目的計画の策定主旨・目的 ··········································· 1 

 第２節第２節第２節第２節    計画の位置付け計画の位置付け計画の位置付け計画の位置付け ················································· 2    

 第３節第３節第３節第３節    計画の目標期間計画の目標期間計画の目標期間計画の目標期間 ················································· 3    

 第４節第４節第４節第４節    計画計画計画計画策定の基本姿勢策定の基本姿勢策定の基本姿勢策定の基本姿勢 ············································· 3    

 第５節第５節第５節第５節    計画策定の手順計画策定の手順計画策定の手順計画策定の手順 ················································· 4    

 

■■■■    第２章第２章第２章第２章    地域の概況地域の概況地域の概況地域の概況 ······················································ 5    

 第１節第１節第１節第１節    人口及び世帯数人口及び世帯数人口及び世帯数人口及び世帯数 ················································· 5 

 第２節第２節第２節第２節    産業特性産業特性産業特性産業特性 ······················································· 6 

  １．産業別総生産 ····················································· 6 

  ２．産業別就業者数 ··················································· 7 

  ３．土地利用状況 ····················································· 8 

 第３節第３節第３節第３節    本市の将来構想本市の将来構想本市の将来構想本市の将来構想 ················································· 9 

  １．基本構想 ························································· 9 

  ２．将来人口 ························································ 11    

 

■■■■    第３章第３章第３章第３章    ごみ処理基本計画ごみ処理基本計画ごみ処理基本計画ごみ処理基本計画 ·············································· 12    

    第１節第１節第１節第１節    ごみ処理の現状と課題ごみ処理の現状と課題ごみ処理の現状と課題ごみ処理の現状と課題 ·········································· 12    

  １．用語の定義 ······················································ 12 

  ２．ごみの区分と収集運搬の状況 ······································· 14 

  ３．現状の問題点と課題の整理 ········································· 18 

    第２節第２節第２節第２節    計画の基本的事項計画の基本的事項計画の基本的事項計画の基本的事項 ·············································· 24    

  １．ごみ処理の基本理念 ·············································· 24 

  ２．ごみ処理の基本目標 ·············································· 24 

  ３．ごみ処理の数値 ·················································· 25 

  ４．ごみ処理に係る施策の体系図 ······································· 26 

    第３節第３節第３節第３節    ４Ｒ推進計画４Ｒ推進計画４Ｒ推進計画４Ｒ推進計画 ·················································· 27 

  １．目標達成に向けた基本方針 ········································· 27 

  ２．目標達成に向けた具体的施策の展開 ································· 27 

    第４節第４節第４節第４節    収集運搬計画収集運搬計画収集運搬計画収集運搬計画 ·················································· 35 

  １．収集運搬計画の目標 ·············································· 35 

  ２．目標達成に向けた基本方針 ········································· 35 

  ３．目標達成に向けた具体的施策の展開 ································· 36 

    第５節第５節第５節第５節    中間処理・最終処分計画中間処理・最終処分計画中間処理・最終処分計画中間処理・最終処分計画 ········································ 38 

  １．計画の目標 ······················································ 38 

  ２．目標達成に向けた基本方針 ········································· 40 

  ３．目標達成に向けた具体的施策の展開 ································· 40 



    

    第６節第６節第６節第６節    関連するその他の取組み関連するその他の取組み関連するその他の取組み関連するその他の取組み ········································ 42 

  １．計画の目標 ······················································ 42 

  ２．目標達成に向けた具体的施策の内容 ································· 42 

    

■■■■    第４章第４章第４章第４章    生活排水処理基本計画生活排水処理基本計画生活排水処理基本計画生活排水処理基本計画 ·········································· 46    

    第１節第１節第１節第１節    生活排水処理の現状と課題生活排水処理の現状と課題生活排水処理の現状と課題生活排水処理の現状と課題······································· 46    

  １．生活排水処理の現状 ·············································· 46 

  ２．生活排水処理の課題 ·············································· 49 

    第２節第２節第２節第２節    計画の基本的事項計画の基本的事項計画の基本的事項計画の基本的事項 ·············································· 50    

  １．生活排水処理の基本理念 ·········································· 50 

  ２．生活排水処理施設整備の基本方針 ··································· 50 

 第３節第３節第３節第３節    生活排水処理計画生活排水処理計画生活排水処理計画生活排水処理計画 ·············································· 51 

  １．生活排水の処理主体 ·············································· 51 

  ２．生活排水処理の目標 ·············································· 51 

 第４節第４節第４節第４節    し尿・汚泥の処理計画し尿・汚泥の処理計画し尿・汚泥の処理計画し尿・汚泥の処理計画 ·········································· 52 

  １．計画処理区域 ···················································· 52 

  ２．処理主体 ························································ 52 

  ３．収集運搬計画 ···················································· 52 

  ４．中間処理・最終処分計画 ·········································· 54 

 第５節第５節第５節第５節    関連するその他の取組み関連するその他の取組み関連するその他の取組み関連するその他の取組み ········································ 55 

 

■（巻末資料）■（巻末資料）■（巻末資料）■（巻末資料） 

 １．ごみ排出量及び処理状況 ········································· 資料-1 

 １-１ ごみ排出量 ··············································· 資料-1 

 １-２ 中間処理の状況 ··········································· 資料-7 

 １-３ 再資源化の状況 ·········································· 資料-11 

 １-４ 最終処分の状況 ·········································· 資料-14 

 １-５ ごみ処理経費の状況 ······································ 資料-17 

 １-６ 市民意識調査結果 ········································ 資料-19 

 １-７ ごみ処理の評価（一般廃棄物処理システム分析比較） ········· 資料-20 

 

 

 ２．生活排水処理の状況 ············································ 資料-22 

 ２-１ 生活排水処理施設の整備状況 ······························· 資料-22 

 ２-２ し尿・浄化槽汚泥処理の状況 ······························· 資料-25 

 

 



                                   第１章 計画の概要  

1 

 

第１章第１章第１章第１章    計画の計画の計画の計画の概要概要概要概要 

第１節第１節第１節第１節    計画策定の計画策定の計画策定の計画策定の主主主主旨旨旨旨・目的・目的・目的・目的 

一般廃棄物処理基本計画（以下、「本計画」という。）は、ごみ処理基本計画と生活排水処理基本

計画からなります。 

本市では、ごみ処理においては、人口の増加、生活様式や産業構造の変化等による大量生産、大

量消費、大量廃棄型社会からの循環型社会の形成に向けた取組みに努めており、また、生活排水処

理では、生活排水処理施設の一層の整備促進に努めるとともに、発生源対策や啓発事業等を市民・

事業者・行政が一体となって推進しているところです。 

本計画は、市民、事業者、行政が一体となった総合的かつ計画的な事業展開の指針となる今後の

一般廃棄物処理行政の方針と手順を定めるものであり、循環型社会の形成に向けた取組みに努め、

同時に環境面から、大分市の都市像として掲げる「笑顔が輝き 夢と魅力あふれる 未来創造都市」

の実現を目指していくものです。 

 

 

 

   

図 1-1-1 大分市のめざすまちの姿 

 

 

 

 

はぐくむ 市民一人ひとりの夢が実現できるまち

つくる 個性と魅力あふれる創造性豊かなまち

つながる 安全・安心な暮らしを実感できるまち

ひろがる 世界に広がる交流拠点となるまち

　《都市像》　《都市像》　《都市像》　《都市像》

笑顔が輝き　夢と魅力あふれる　未来創造都市

　《４つのキーワード》　《４つのキーワード》　《４つのキーワード》　《４つのキーワード》
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【 長期計画 】

大分県廃棄物処理計画

ごみ処理基本計画 生活排水処理基本計画

【 単年度計画 】

大分市一般廃棄物処理実施計画

大分市廃棄物の減

量及び適正処理等

に関する条例

廃棄物の処理及び

清掃に関する法律

第6条第1項

大分市災害廃棄物処理計画

大分市総合計画

おおいた創造ビジョン2024

大分市環境基本計画

大分市一般廃棄物処理基本計画大分市一般廃棄物処理基本計画大分市一般廃棄物処理基本計画大分市一般廃棄物処理基本計画

第２節第２節第２節第２節    計画の位置付け計画の位置付け計画の位置付け計画の位置付け 

本計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）第６条第１項」及び「大分市

廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」に基づいて策定するもので、大分市における一般廃棄

物処理事業の最上位計画に位置付けられるとともに、大分市総合計画及び大分市環境基本計画に定

める環境・廃棄物分野のうち、一般廃棄物（ごみ・生活排水）処理の基本理念や基本方針をさらに

具体化するための施策を現すものです。 

事業の実施及び進捗管理に当たっては、長期的視点に立った目標を設定した本計画と、本計画の

実施に必要な施策を年度毎定める実施計画を策定し推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2-1 本計画の位置付け 
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Ｈ27Ｈ27Ｈ27Ｈ27 Ｈ28Ｈ28Ｈ28Ｈ28 Ｈ29Ｈ29Ｈ29Ｈ29 Ｈ30Ｈ30Ｈ30Ｈ30 Ｈ31Ｈ31Ｈ31Ｈ31 Ｈ32Ｈ32Ｈ32Ｈ32 Ｈ33Ｈ33Ｈ33Ｈ33 Ｈ34Ｈ34Ｈ34Ｈ34 Ｈ35Ｈ35Ｈ35Ｈ35 Ｈ36Ｈ36Ｈ36Ｈ36

（2015）（2015）（2015）（2015） （2016）（2016）（2016）（2016） （2017）（2017）（2017）（2017） （2018）（2018）（2018）（2018） （2019）（2019）（2019）（2019） （2020）（2020）（2020）（2020） （2021）（2021）（2021）（2021） （2022）（2022）（2022）（2022） （2023）（2023）（2023）（2023） （2024）（2024）（2024）（2024）

計画策定年度

計画基準年度 ●

中間目標年度 ●

最終目標年度 ●

　　　　　　　年　度　　　　　　　年　度　　　　　　　年　度　　　　　　　年　度

　項　目　項　目　項　目　項　目

計画の期間

第３節第３節第３節第３節    計画の計画の計画の計画の目標目標目標目標期間期間期間期間 

現行の計画期間は、平成 20 年度～平成 29 年度の 10 年間としていましたが、本計画では、上

位計画である大分市総合計画「おおいた創造ビジョン 2024」と計画期間を一致させることで、ご

み処理及び生活排水処理に係る施策・取組等の実効性をより高めるとともに、一体的な進捗管理を

行うため、計画基準年度を平成 27 年度、計画初年度を平成 29 年度とし、3 年後の平成 31 年

度を中間目標年度と位置付け、最終目標年度を 8 年先の平成 36 年度とします。 

なお、計画期間において、計画策定の前提となる諸条件に大きな変化があった場合には、速やか

に見直しを行うものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3-1 計画の期間 

 

第４節第４節第４節第４節    計画策定の基本姿勢計画策定の基本姿勢計画策定の基本姿勢計画策定の基本姿勢 

本計画の策定に当たっては、次の 3 つの基本姿勢に沿って行うものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［［［［    ３つの基本姿勢３つの基本姿勢３つの基本姿勢３つの基本姿勢    ］］］］    

 

 

一般廃棄物の処理に関し

ては、市民一人ひとり、事業

者それぞれが、自らの責務を

自覚した上で、行政との協力

体制の確立が不可欠となり

ます。 

したがって、本計画は、市

民や事業者の行動指標とし

て、すべての人に分かりやす

い計画、共有できる計画とし

て策定します。 

 

 

本市が目指す『笑顔が輝き 

夢と魅力あふれる  未来創

造都市』及び『自然と共生す

る  潤い豊かな  まちづく

り』の実現に十分配慮した計

画として策定します。 

 

 

一般廃棄物は、人間が生活

していく上で、将来にわたり

必ず発生するものです。 

したがって、地球環境の負

荷軽減や限りある資源の有

効利用等、長期的な視野に立

った計画を策定します。 

1111    2222    3333    
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第５節第５節第５節第５節    計画策定の手順計画策定の手順計画策定の手順計画策定の手順 

本計画は、以下の手順に従って策定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみ処理計画

■　４Ｒ推進計画

■　収集運搬計画

■　中間処理・最終処分計画

■　その他関連計画

《ごみ処理基本計画》

ごごごご

みみみみ

処処処処

理理理理

のののの

現現現現

状状状状

とととと

課課課課

題題題題

ごごごご

みみみみ

処処処処

理理理理

のののの

基基基基

本本本本

理理理理

念念念念

ごごごご

みみみみ

処処処処

理理理理

のののの

基基基基

本本本本

目目目目

標標標標

ごごごご

みみみみ

処処処処

理理理理

のののの

数数数数

値値値値

目目目目

標標標標

第３章

生活排水処理計画

■　生活排水の処理主体

■　生活排水処理の目標

し尿・汚泥の処理計画

■　計画処理区域

■　処理主体

■　収集運搬計画

■　中間処理・最終処分計画

《生活排水処理基本計画》

生生生生

活活活活

排排排排

水水水水

処処処処

理理理理

のののの

現現現現

状状状状

とととと

課課課課

題題題題

生生生生

活活活活

排排排排

水水水水

処処処処

理理理理

のののの

基基基基

本本本本

理理理理

念念念念

生生生生

活活活活

排排排排

水水水水

処処処処

理理理理

施施施施

設設設設

整整整整

備備備備

のののの

基基基基

本本本本

方方方方

針針針針

第４章



                             

第２章第２章第２章第２章

第１節第１節第１節第１節    

本市の人口及び世帯数については、僅かながらも年々増加する傾向にあり、平成

47.9 万人、世帯数は

帯数がともに微増傾向にあるなか、平成

にあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

第２章第２章第２章第２章    地域の地域の地域の地域の

    人口及び世帯数人口及び世帯数人口及び世帯数人口及び世帯数

本市の人口及び世帯数については、僅かながらも年々増加する傾向にあり、平成

万人、世帯数は

帯数がともに微増傾向にあるなか、平成

にあります。 

出典）

出典）大分市「住民登録人口（各年

                            

地域の地域の地域の地域の概況概況概況概況 

人口及び世帯数人口及び世帯数人口及び世帯数人口及び世帯数 

本市の人口及び世帯数については、僅かながらも年々増加する傾向にあり、平成

万人、世帯数は 21.4 万世帯となっています。これを世帯当たりの人員でみると、人口、世

帯数がともに微増傾向にあるなか、平成

出典）大分市「住民登録人口（各年

出典）大分市「住民登録人口（各年

図 2-

                            

 

 

本市の人口及び世帯数については、僅かながらも年々増加する傾向にあり、平成

万世帯となっています。これを世帯当たりの人員でみると、人口、世

帯数がともに微増傾向にあるなか、平成

住民登録人口（各年 9

図 2-1

出典）大分市「住民登録人口（各年 9

-1-2 世帯数
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本市の人口及び世帯数については、僅かながらも年々増加する傾向にあり、平成

万世帯となっています。これを世帯当たりの人員でみると、人口、世

帯数がともに微増傾向にあるなか、平成 27 年は 2.2

9 月末）」 

-1-1 人口の推移

9 月末）」 

世帯数及び世帯当たり人員

                                 

本市の人口及び世帯数については、僅かながらも年々増加する傾向にあり、平成

万世帯となっています。これを世帯当たりの人員でみると、人口、世

2.2 人/世帯となっており、経年的には微減

人口の推移 

及び世帯当たり人員の推移

      

本市の人口及び世帯数については、僅かながらも年々増加する傾向にあり、平成

万世帯となっています。これを世帯当たりの人員でみると、人口、世

世帯となっており、経年的には微減

の推移    

 第２章 地域の概況

本市の人口及び世帯数については、僅かながらも年々増加する傾向にあり、平成 27

万世帯となっています。これを世帯当たりの人員でみると、人口、世

世帯となっており、経年的には微減

地域の概況 

27 年の人口は

万世帯となっています。これを世帯当たりの人員でみると、人口、世

世帯となっており、経年的には微減傾向

  

年の人口は

万世帯となっています。これを世帯当たりの人員でみると、人口、世

傾向



                             

第２節第２節第２節第２節    

1．産業

平成

しの兆しをみせていましたが、その後再び減少に転じ、

なっています

また、産業

億円）、第

と、第

傾向にあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

    産業産業産業産業特性特性特性特性

．産業別総生産 

成 25 年度の市内総生産は

しの兆しをみせていましたが、その後再び減少に転じ、

なっています。 

また、産業別の構成比

億円）、第 3 次産業が

、第 1 次産業は横ばい

傾向にあります。

出典）大分の市町村民経済計算（平成

                            

特性特性特性特性 

 

年度の市内総生産は

しの兆しをみせていましたが、その後再び減少に転じ、

別の構成比では、第

次産業が 68.1％（

次産業は横ばい状態

傾向にあります。 

出典）大分の市町村民経済計算（平成

図 2

                            

年度の市内総生産は 1 兆 9,425

しの兆しをみせていましたが、その後再び減少に転じ、

、第 1 次産業が

％（1 兆 3,223

状態ですが、第

出典）大分の市町村民経済計算（平成

2-2-1 市内総生産・産業別構成比の推移
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9,425 億円、リーマンシ

しの兆しをみせていましたが、その後再び減少に転じ、

次産業が 0.4％（

3,223 億円）となっており、平成

が、第 2 次産業は減少

出典）大分の市町村民経済計算（平成 28 年版） 

市内総生産・産業別構成比の推移

                                 

円、リーマンショック後の平成

しの兆しをみせていましたが、その後再び減少に転じ、対前年度増加率では

％（81 億円）、第

億円）となっており、平成

次産業は減少する傾向にあり

市内総生産・産業別構成比の推移

      

ョック後の平成

対前年度増加率では

億円）、第 2 次産業が

億円）となっており、平成 22

する傾向にあり、第

市内総生産・産業別構成比の推移 

 第２章 地域の概況

ョック後の平成 22 年度には持ち直

対前年度増加率では 3 年連続のマイナスと

次産業が 28.1

22 年度以降の推移をみる

、第 3 次産業は増加する

地域の概況 

年度には持ち直

年連続のマイナスと

28.1％（5,461

の推移をみる

次産業は増加する

  

年度には持ち直

年連続のマイナスと

5,461

の推移をみる

次産業は増加する



                             

2．産業別就業者数

平成

産業別構成比では

次産業が

なっています。

また、

卸売・小売業が最も多く

療・福祉が多くなる構成となっています

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

．産業別就業者数

成22 年度の産業別就業者数

産業別構成比では

次産業が 23.7％、第

なっています。 

また、産業別大分類別就業者数

卸売・小売業が最も多く

療・福祉が多くなる構成となっています

                            

出典）大分の市町村民経済計算（平成

 

                            

．産業別就業者数 

産業別就業者数

産業別構成比では第 1 次産業が

％、第 3 次産業が

大分類別就業者数

卸売・小売業が最も多く、次いで製造業と医

療・福祉が多くなる構成となっています

                            

出典）大分の市町村民経済計算（平成

図

  

                            

産業別就業者数は 22万

業が 1.9％、第

次産業が 74.4％

大分類別就業者数でみると、

次いで製造業と医

療・福祉が多くなる構成となっています。

                            

出典）大分の市町村民経済計算（平成28年版）

図2-2-3 産業
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万人、

第 2

％と

みると、

次いで製造業と医

。 

出典）大分の市町村民経済計算（平成

                            

年版） 

産業大分類別就業者数

                                 

出典）大分の市町村民経済計算（平成

                            図 2

大分類別就業者数 

      

出典）大分の市町村民経済計算（平成

2-2-2 産業別就業者数

 

 第２章 地域の概況

出典）大分の市町村民経済計算（平成 28 年版）

産業別就業者数

地域の概況 

年版） 

産業別就業者数 

  



                             

３．土地利用状況

本市の土地利用は、新産業都市建設の進展に伴い、臨海工業地帯の造成や背後地の整備が進み、

また、都心に隣接した丘陵地や幹線道路に沿った郊外部においても大規模な開発行為が行われる

など多彩な変貌を遂げてきましたが、近年では、このような郊外部への市街地拡大により中心市

街地での低・未利用地の増加も見られるようになっています。

平成

5.9％、住宅・商業・工業用地

は進んで

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

３．土地利用状況

本市の土地利用は、新産業都市建設の進展に伴い、臨海工業地帯の造成や背後地の整備が進み、

また、都心に隣接した丘陵地や幹線道路に沿った郊外部においても大規模な開発行為が行われる

など多彩な変貌を遂げてきましたが、近年では、このような郊外部への市街地拡大により中心市

街地での低・未利用地の増加も見られるようになっています。

平成25年現在の土地利用状況は、農用地

％、住宅・商業・工業用地

は進んでいるものの、自然的土地利用の比率が高く、豊かな自然環境に恵まれているといえます。

                                      

                            

３．土地利用状況 

本市の土地利用は、新産業都市建設の進展に伴い、臨海工業地帯の造成や背後地の整備が進み、

また、都心に隣接した丘陵地や幹線道路に沿った郊外部においても大規模な開発行為が行われる

など多彩な変貌を遂げてきましたが、近年では、このような郊外部への市街地拡大により中心市

街地での低・未利用地の増加も見られるようになっています。

年現在の土地利用状況は、農用地

％、住宅・商業・工業用地

いるものの、自然的土地利用の比率が高く、豊かな自然環境に恵まれているといえます。

出典）大分市総合計画おおいた創造ビジョン

                                      

                            

本市の土地利用は、新産業都市建設の進展に伴い、臨海工業地帯の造成や背後地の整備が進み、

また、都心に隣接した丘陵地や幹線道路に沿った郊外部においても大規模な開発行為が行われる

など多彩な変貌を遂げてきましたが、近年では、このような郊外部への市街地拡大により中心市

街地での低・未利用地の増加も見られるようになっています。

年現在の土地利用状況は、農用地

％、住宅・商業・工業用地14.5％、その他

いるものの、自然的土地利用の比率が高く、豊かな自然環境に恵まれているといえます。

出典）大分市総合計画おおいた創造ビジョン

                                      図2
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本市の土地利用は、新産業都市建設の進展に伴い、臨海工業地帯の造成や背後地の整備が進み、

また、都心に隣接した丘陵地や幹線道路に沿った郊外部においても大規模な開発行為が行われる

など多彩な変貌を遂げてきましたが、近年では、このような郊外部への市街地拡大により中心市

街地での低・未利用地の増加も見られるようになっています。

年現在の土地利用状況は、農用地8.5％、森林

％、その他17.2

いるものの、自然的土地利用の比率が高く、豊かな自然環境に恵まれているといえます。

出典）大分市総合計画おおいた創造ビジョン

2-２-4 土地利用の状況

                                 

本市の土地利用は、新産業都市建設の進展に伴い、臨海工業地帯の造成や背後地の整備が進み、

また、都心に隣接した丘陵地や幹線道路に沿った郊外部においても大規模な開発行為が行われる

など多彩な変貌を遂げてきましたが、近年では、このような郊外部への市街地拡大により中心市

街地での低・未利用地の増加も見られるようになっています。 

％、森林48.8％、水面・河川・水路

17.2％となっており、都市的土地利用への転換

いるものの、自然的土地利用の比率が高く、豊かな自然環境に恵まれているといえます。

出典）大分市総合計画おおいた創造ビジョン2024 

土地利用の状況

      

本市の土地利用は、新産業都市建設の進展に伴い、臨海工業地帯の造成や背後地の整備が進み、

また、都心に隣接した丘陵地や幹線道路に沿った郊外部においても大規模な開発行為が行われる

など多彩な変貌を遂げてきましたが、近年では、このような郊外部への市街地拡大により中心市

 

％、水面・河川・水路

％となっており、都市的土地利用への転換

いるものの、自然的土地利用の比率が高く、豊かな自然環境に恵まれているといえます。

土地利用の状況 

 第２章 地域の概況

本市の土地利用は、新産業都市建設の進展に伴い、臨海工業地帯の造成や背後地の整備が進み、

また、都心に隣接した丘陵地や幹線道路に沿った郊外部においても大規模な開発行為が行われる

など多彩な変貌を遂げてきましたが、近年では、このような郊外部への市街地拡大により中心市

％、水面・河川・水路5.1

％となっており、都市的土地利用への転換

いるものの、自然的土地利用の比率が高く、豊かな自然環境に恵まれているといえます。

地域の概況 

本市の土地利用は、新産業都市建設の進展に伴い、臨海工業地帯の造成や背後地の整備が進み、

また、都心に隣接した丘陵地や幹線道路に沿った郊外部においても大規模な開発行為が行われる

など多彩な変貌を遂げてきましたが、近年では、このような郊外部への市街地拡大により中心市

5.1％、道路

％となっており、都市的土地利用への転換

いるものの、自然的土地利用の比率が高く、豊かな自然環境に恵まれているといえます。 
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第３節第３節第３節第３節    大分市総合計画における位置づけ大分市総合計画における位置づけ大分市総合計画における位置づけ大分市総合計画における位置づけ 

1．基本構想 

「大分市総合計画 おおいた創造ビジョン 2024」においては、平成 28（2016）年度から平

成 36（2024）年度までの 9 年間を計画期間としており、「笑顔が輝き 夢と魅力あふれる 未

来創造都市」の実現をめざして、6 つの基本的な政策を掲げ、それに沿った各種施策を展開してい

ます。 

基本構想の中で、廃棄物関連については、「将来にわたって持続可能な魅力あふれるまちづくり

（都市基盤の形成）」と「自然と共生する潤い豊かなまちづくり（環境の保全）」に示されており、

これら関連部分の目標・施策等の概略は以下のとおりです。 

 

 

     

図 2-3-1 おおいた創造ビジョン 2024 の基本的な政策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 ≪環境の保全≫廃棄物の適正処理

４ にぎわいと活力あふれる豊かなまちづくり

５ 将来にわたって持続可能な魅力あふれるまちづくり

 ≪都市基盤の形成≫下水道の整備

６ 自然と共生する潤い豊かなまちづくり

３ 安全・安心を身近に実感できるまちづくり

笑顔が輝き　夢と魅力あふれる　未来創造都市笑顔が輝き　夢と魅力あふれる　未来創造都市笑顔が輝き　夢と魅力あふれる　未来創造都市笑顔が輝き　夢と魅力あふれる　未来創造都市

１ 健やかでいきいきと暮らせるあたたかさあふれるまちづくり

２ 豊かな心とたくましく生きる力をはぐくむまちづくり
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(1) ≪環境の保全≫廃棄物の適正処理 

 【基本方針】 

ごみの発生抑制、減量化、再使用、再資源化を基本とした循環型社会の形成を図ります。また、

豊かな自然や快適な生活環境を保つため、廃棄物の適正処理に努めるとともに、市民、事業者等と

の協働による地域に密着した美化運動を展開します。 

 

 【主な取組】 

①家庭ごみの減量とリサイクルの推進 

②事業系ごみの減量とリサイクルの推進 

③処理施設の整備 

④収集体制の検討 

⑤関係自治体との連携 

⑥産業廃棄物の減量化、資源化及び適正処理の推進 

 

【目標設定】 

指標名指標名指標名指標名    
現状値現状値現状値現状値    

平成平成平成平成 27272727（（（（2015201520152015）年度）年度）年度）年度    

目標値目標値目標値目標値    

平成平成平成平成 33331111（（（（2019201920192019）年度見込）年度見込）年度見込）年度見込    

ごみ排出量 158,298t（実績） 145,000t 

ボランティア清掃団体登録件数 209 団体 225 団体 

おおいた優良産廃処理業者認定数 10 事業者 30 事業者 

 

 

(2) ≪都市基盤の形成≫下水道の整備 

 【基本方針】 

汚水処理及び雨水排除の基幹的施設としての公共下水道の計画的、効率的な整備とその普及・啓

発に努めます。また、公共下水道等の整備区域外においては、浄化槽の普及を促進します。 

 

 【主な取組】 

①公共下水道の整備 

②公共下水道の維持管理 

③公共下水道の普及・啓発 

④浄化槽の普及促進と適正な維持管理の指導 

⑤危機管理対策 

 

【目標設定】 

指標名指標名指標名指標名    
現状値現状値現状値現状値    

平成平成平成平成 27272727（（（（2015201520152015）年度末現在）年度末現在）年度末現在）年度末現在    

目標値目標値目標値目標値    

平成平成平成平成 33331111（（（（2019201920192019）年度見込）年度見込）年度見込）年度見込    

汚水処理人口普及率 79.6％ 83.5％ 

下水処理人口普及率 61.9％ 66.2％ 

 



                             

2．将来人口

本市の総人口について、国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という。）の推計によ

ると、このままの状況で人口が推移していけば、平成

すると予測されています。

人口における年齢別の構成比でみると、今後、年少人口（

少が続き、生産年齢人口（

人口（65
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．将来人口 

本市の総人口について、国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という。）の推計によ

ると、このままの状況で人口が推移していけば、平成

すると予測されています。

人口における年齢別の構成比でみると、今後、年少人口（

少が続き、生産年齢人口（

65歳以上）は、今後も増加するものと考えられ、高齢化率の急速な高まりが予想されます。

2010（平成

2000（平成

出典：「大分市人口ビジョン（平成

                            

本市の総人口について、国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という。）の推計によ

ると、このままの状況で人口が推移していけば、平成

すると予測されています。 

人口における年齢別の構成比でみると、今後、年少人口（

少が続き、生産年齢人口（15

歳以上）は、今後も増加するものと考えられ、高齢化率の急速な高まりが予想されます。

（平成 22）年まで総務省統計局「国勢調査」（

（平成 12）年以前の人口は、旧佐賀関町、旧野津原町の人口を含む。

出典：「大分市人口ビジョン（平成 28

図 2

                            

本市の総人口について、国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という。）の推計によ

ると、このままの状況で人口が推移していけば、平成

人口における年齢別の構成比でみると、今後、年少人口（

15～64歳）も徐々に減少していくことが予想されます。一方で、老年

歳以上）は、今後も増加するものと考えられ、高齢化率の急速な高まりが予想されます。

）年まで総務省統計局「国勢調査」（

）年以前の人口は、旧佐賀関町、旧野津原町の人口を含む。

28 年 3 月）」 

2-3-2 総人口・年齢構成人口の推計
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本市の総人口について、国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という。）の推計によ

ると、このままの状況で人口が推移していけば、平成

人口における年齢別の構成比でみると、今後、年少人口（

歳）も徐々に減少していくことが予想されます。一方で、老年

歳以上）は、今後も増加するものと考えられ、高齢化率の急速な高まりが予想されます。

）年まで総務省統計局「国勢調査」（

）年以前の人口は、旧佐賀関町、旧野津原町の人口を含む。

 

総人口・年齢構成人口の推計

                                 

本市の総人口について、国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という。）の推計によ

ると、このままの状況で人口が推移していけば、平成 52（2040

人口における年齢別の構成比でみると、今後、年少人口（15

歳）も徐々に減少していくことが予想されます。一方で、老年

歳以上）は、今後も増加するものと考えられ、高齢化率の急速な高まりが予想されます。

）年まで総務省統計局「国勢調査」（2015（平成

）年以前の人口は、旧佐賀関町、旧野津原町の人口を含む。

総人口・年齢構成人口の推計

      

本市の総人口について、国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という。）の推計によ

2040）年には約

15 歳未満）は少子化の進行等から減

歳）も徐々に減少していくことが予想されます。一方で、老年

歳以上）は、今後も増加するものと考えられ、高齢化率の急速な高まりが予想されます。

（平成 27）年以降は社人研推計）、

）年以前の人口は、旧佐賀関町、旧野津原町の人口を含む。 

総人口・年齢構成人口の推計 

 第２章 地域の概況

本市の総人口について、国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という。）の推計によ

）年には約 43.8 万人まで減少

歳未満）は少子化の進行等から減

歳）も徐々に減少していくことが予想されます。一方で、老年

歳以上）は、今後も増加するものと考えられ、高齢化率の急速な高まりが予想されます。

）年以降は社人研推計）、

地域の概況 

本市の総人口について、国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という。）の推計によ

万人まで減少

歳未満）は少子化の進行等から減

歳）も徐々に減少していくことが予想されます。一方で、老年

歳以上）は、今後も増加するものと考えられ、高齢化率の急速な高まりが予想されます。

）年以降は社人研推計）、 

  

本市の総人口について、国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という。）の推計によ

万人まで減少

歳未満）は少子化の進行等から減

歳）も徐々に減少していくことが予想されます。一方で、老年

歳以上）は、今後も増加するものと考えられ、高齢化率の急速な高まりが予想されます。 
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・市が収集する前に再資源化され、市が把握できる量

・市が関与する集団回収、牛乳パック回収事業、生ごみ

　処理容器等による資源化、廃油回収、公共施設におけ

　る資源回収等を合計した量

家庭ごみ
・市が分別収集を実施している家庭ごみ（資源物含む）

・市民が直接施設へ持ち込むごみ

事業系ごみ

その他の資源化量

ご

み

発

生

量

排出抑制量

・ごみとして発生する前あるいは排出する前に、市民や事業者

　の努力により「ごみ」となるものが抑制される量

・簡易包装の推進や買い物袋持参、フリーマーケットの利用、

　食材の使いきり・食べきりや生ごみの水きり（３きり運動）

　の実行、ごみになりにくい商品の開発、事業者独自の取組等

　により抑制した量

ご

み

総

排

出

量

収集前の再資源化量

（集団回収量他）
生

活

系

ご

み

（

総

処

理

量）

ご

み

排

出

量
・事業所から排出され、許可業者や事業者自らが市の施設へ

　搬入するごみ

・市民や事業者の取り組みで、市の施設を経ることなく、リサ

　イクル業者によって回収、再資源化されている新聞紙・その

　他紙類、布類、木くず類などの資源物リサイクル業者への誘導

第第第第 3333 章章章章    ごみ処理基本計画ごみ処理基本計画ごみ処理基本計画ごみ処理基本計画    

第１節第１節第１節第１節    ごみ処理ごみ処理ごみ処理ごみ処理の現状の現状の現状の現状と課題と課題と課題と課題    

1．用語の定義 

本計画は、大分市内において、市民の生活及び事業活動などにより発生する全ての一般廃棄物（以

下、「ごみ」という。）を対象としています。 

ごみ（資源物含む）の発生に関する用語、ごみ処理の流れに関する用語の定義は、図 3-1-1～2

に示すとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1-1 ごみの発生に関する用語の定義 
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①ごみ総排出量 

（= 総排出量） 

②ごみ排出量 

（= 総処理量） 

③計画収集量 

 

④直接搬入量 

 

⑤中間処理量 

 

⑥直接資源化量 

 

⑦中間処理による

減量 

⑧最終処分量 

 

⑨中間処理後資源

化量 

⑩資源化量 

 （= 総資源化量） 

⑪削減率 

⑫リサイクル率 

⑬最終処分率 

計画収集量、直接搬入量、集団回収量等の合計で、推計値である自家処

理は含まない。 

市が収集、中間処理、資源化、最終処分等に関与するごみ量の合計。 

 

家庭ごみのうちステーションに排出され、市が収集を実施しているごみ

量と、市が分別収集を実施している資源物量の合計。 

家庭ごみのうち、市民が直接市の施設に持ち込むごみ量と、事業系ごみ

のうち、許可業者や事業者自らが市の施設へ搬入するごみ量の合計。 

処理施設で破砕、焼却・溶融等の処理を行ったもの全ての量（民間一般

廃棄物処理業者に中間処理を委託した量を含む）。 

資源物等の収集後、市の資源化施設を経ずに直接（保管を含む）リサイ

クル業者等に搬入されたもの。 

ごみに対して、破砕や焼却等の中間処理を行った結果、減った量（= 処

理前重量－処理後重量）。 

中間処理施設から排出される焼却残渣や破砕残渣、直接最終処分等、市

の最終処分場で埋立処分されるものの合計。 

市の処理施設で処理を行った後、資源化する目的でリサイクル業者等に

搬入したもの。 

収集前の再資源化量（集団回収量等）、直接資源化量、中間処理後資源

化量の合計。 

（基準年度の総処理量－総処理量）÷（基準年度の総処理量）×100 

総資源化量 ÷（総処理量＋ 集団回収量他）×100 

最終処分量 ÷ 総処理量×100 

 

図 3-1-2 ごみ処理の流れに関する用語の定義 
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２．ごみの区分と収集運搬の状況 

(1) ごみの分別区分 

 ごみの分別区分は、表 3-1-1 に示すとおりです。 

 家庭ごみは、平成 19 年 4月以降「プラスチック製容器包装（資源プラ）」「蛍光管・電球・水銀

体温計」「缶・びん」「ペットボトル」など区分を増やし、12種類となっています。 

事業系ごみは、燃やせるごみ（可燃物）、燃やせないごみの他、リサイクルできるものとして、

紙類、布類、木くず類、動植物性残さ（食品廃棄物）などに区分（いずれも自己搬入又は許可業者

への委託）されています。 

 

  表 3-1-1 ごみの分別区分（平成 27 年度） 

区   分 ごみの種類 

家家 家家
    
庭庭 庭庭
    
ごご ごご
    
みみ みみ
    

1 燃やせるごみ（可燃物） 

生ごみ・紙おむつ・食用油・ペットシート・紙くず・汚れた紙類 

プラスチック（プラマークがないもの：バケツ・タッパ・ビデオテー

プ・CD・CD ケース等）・汚れた布類・皮革・ゴム類・木・板 等 

2 
燃やせないごみ（不燃物） 

（アスベスト含有家庭用品を含む） 

金属類・ガラス類・陶磁器類 

電子レンジ・食器洗い乾燥機・ヘアドライヤー・掃除機・コンロ・ 

ストーブ・ファンヒーター 等 

3 
プラスチック製容器包装 

（資源プラ） 

プラスチック（プラマークがあるもの：食品容器・レジ袋・発泡スチ

ロール・ペットボトルのふた 等） 

4 スプレー缶類 カセットコンロ用ガスボンベも含む 

5 ライター類 使いきりタイプ、ガス充填タイプ 

6 蛍光管・電球・水銀体温計   

7 乾電池 使いきりタイプの物 

8 缶・びん 食用・飲料用容器、ペットフード缶が対象 

9 ペットボトル 飲料用・酒用・しょう油用ペットボトル 

10 新聞類・その他の紙類 
新聞紙・折込チラシ・本・雑誌類・段ボール・牛乳・ジュースの紙パ

ック・印刷用紙・包装紙・封筒・手紙 等 

11 布類 シャツ・セーター・洋服・シーツ・タオル・ふとんカバー 等 

12 大型・一時的多量ごみ 
４５リットルの袋に入らないごみ、一度に多量に出たごみ、剪定枝・

落ち葉・畳・マット類・家具類・自転車 等 

事
業
系

事
業
系

事
業
系

事
業
系
ご
み

ご
み

ご
み

ご
み
    

1 燃やせるごみ（可燃物） 生ごみ・茶殻・紙くず・汚れた紙類・刈り草 等 

2 燃やせないごみ 木くず（リサイクルできないもの）・木製家具・剪定枝 等 

3 リサイクルできる紙類 新聞紙・チラシ・段ボール・印刷用紙・包装紙・封筒・手紙 等 

4 リサイクルできる木くず類 木材 等 
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ごみステーショ

ンへの排出

施設への持ち

込み
施設使用料等

燃やせるごみ（可燃物） ○ ○

燃やせないごみ（不燃物）
（アスベスト含有家庭用品を含む）

○ ○

プラスチック製容器包装

（資源プラ）
○ ○

スプレー缶類 ○ ○

ライター類 ○ ○

蛍光管・電球・水銀体温計 ○ ○

乾電池 ○ ○

缶・びん ○ ○

ペットボトル ○ ○

新聞類・その他の紙類 ○

布類 ○

大型・一時的多量ごみ × ○

コンクリート破片・土・瓦 等 × ○

小動物の死骸 × ○

燃やせるごみ（可燃物） × ○

燃やせないごみ × ○

リサイクルできる紙類 ×

リサイクルできる木くず類 ×

区　　　分

家家家家

　　　　

庭庭庭庭

　　　　

ごごごご

　　　　

みみみみ

◆燃やせるごみ、燃やせないごみ

◆燃やせるごみ、燃やせないごみ以外

※45L以内であれば透明または半透明

の袋。

※45Lの袋に入らない大型・粗大ごみ

は、施設に直接持ち込むか、有料収集を

依頼。

◆施設への持ち込み

※20kgまでごとに70円

（ただし、１回の搬入が350kgを超える

ときは事業系ごみと同じ料金（20kgまで

ごとに200円）を適用。）

※剪定枝、落ち葉、草花、缶・びん、

ペットボトル、プラスチック製容器包装

（資源プラ）、蛍光管等は、１回の搬入

が350kg以内のときは、無料。

◆大型・一時的多量ごみ及びコンクリー

ト破片・土・瓦等の有料収集

１回につき　最低2,140円から

◆小動物の死骸（一体につき）530円

×
（リサイクル事

業者へ）

事事事事

業業業業

系系系系

ごごごご

みみみみ

◆施設への持ち込み

　20kgまでごとに200円
×

（リサイクル事

業者へ）

(2) ごみの排出方法と施設使用料等 

 ごみの排出方法と施設使用料等は、表 3-1-2 に示すとおりです。 

家庭ごみについては、平成 26 年 11月から「家庭ごみの減量とリサイクルを推進すること」と

「ごみ処理に係る費用負担の公平性図ること」を目的に、燃やせるごみ（可燃物）、燃やせないご

み（不燃物）を対象とした家庭ごみ有料化制度を導入しています。 

 

  表 3-1-2 ごみの排出方法と施設使用料等（平成 27 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種類 大袋 中袋 小袋 特小袋 ミニ袋

容量 45ℓ 相当 30ℓ 相当 20ℓ 相当 10ℓ 相当 5ℓ 相当

価格 315円 210円 140円 70円 35円

　※指定ごみ袋の種類と手数料の額（10枚入り販売価格）
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(3) ごみの収集形態 

家庭ごみの収集形態、家庭ごみ収集量の推移は、表 3-1-3～4 に示すとおりです。 

本市は、１２種類に分別された家庭ごみを全市域対象に表 3-1-3 に示すとおり８種類に区分し、

大分地区、市内中心部の特定地域、佐賀関地区、野津原地区に分けて収集運搬しています。 

◆大分地区については、燃やせるごみ・燃やせないごみを、直営・委託業者で収集運搬しています。

スプレー缶・蛍光管・電球・水銀体温計・乾電池・ライター類及び大型・一時的多量ごみは、直

営で収集運搬しています。（大型・一時的多量ごみについては特定地域を含む） 

それ以外の缶・びん、ペットボトル、新聞類・その他紙類・布類及びプラスチック製容器包装は、

委託業者で収集運搬しています。 

◆特定地域では、大型・一時的多量ごみを除く全ての種類を委託業者で収集運搬しています。 

◆佐賀関地区は、全ての種類を委託業者で収集運搬しています。 

◆野津原地区は、全ての種類を由布大分環境衛生組合で収集運搬しています。 

 

なお、燃やせるごみと燃やせないごみは、家庭ごみ有料化制度（平成 26 年 11月）の導入によ

り、指定有料ごみ袋（黄色のごみ袋）での収集になりました。 

 

表 3-1-3 家庭ごみの収集形態（平成２７年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収集回数収集回数収集回数収集回数 収集形態収集形態収集形態収集形態 収集方法収集方法収集方法収集方法 手数料手数料手数料手数料

燃やせるごみ（可燃物） 1週間に2回

燃やせないごみ（不燃物） 4週間に1回

スプレー缶・蛍光管・電球・水銀体温計・

乾電池等
4週間に1回

プラスチック製容器包装（資源プラ） 1週間に1回

缶・びん 2週間に1回

ペットボトル 2週間に1回

新聞類・その他紙類・布類 2週間に1回

大型・一時的多量ごみ 随　時 市直営
※１ 戸別収集 有　料

（備考）※１　佐賀関地区・野津原地区は業者委託。

　　　　※２　剪定枝・落葉類・草花等は無料。

種　　類種　　類種　　類種　　類

市直営・

委託業者

ステーション収集

燃やせるごみ

ステーション

10,733箇所

燃やせないごみ

ステーション

8,599箇所

※平成27年11月末現在

　有料
※２

（指定袋）

無　料

委託業者
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表 3-1-4 家庭ごみの収集量の推移 

 

  

H23H23H23H23 H24H24H24H24 H25H25H25H25 H26H26H26H26 H27H27H27H27

燃やせるごみ（可燃物） 86,700 87,845 88,506 87,072 80,568

燃やせないごみ（不燃物） 4,081 4,484 4,677 5,006 3,927

スプレー缶・蛍光管・電球・水銀体温計・乾電池等 233 237 235 242 229

プラスチック製容器包装（資源プラ） 2,582 2,465 2,467 2,809 3,222

缶・びん 4,128 4,361 4,391 4,187 4,326

ペットボトル 1,367 1,417 1,461 1,421 1,331

新聞類・その他紙類・布類 13,353 12,962 12,612 12,598 12,777

大型・一時的多量ごみ (1,297) (1,230) (1,636) (1,643) (1,745)

112,444 113,771 114,348 113,335 106,381

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　度

　　種　　類　　種　　類　　種　　類　　種　　類

合　　計

（備考）大型・一時的多量ごみは、燃やせるごみ、燃やせないごみに含まれています。
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3．現状の問題点と課題の整理 

(1) 現行計画の目標達成状況 

1) ごみ処理実績 

ごみ排出量や処理・処分の実績をもとに、本市のごみ処理・処分フロー図を整理すると、図 3-1-3

に示すとおりです。 

平成 27 年度のごみ排出量（総処理量）は１58.3 千トン、また、集団回収他を含めたごみ総排

出量は 163.6千トンとなっています。 

焼却や破砕・選別等による中間処理量は 135.3千トン（130千トン＋5.3千トン）で、これら

処理後の資源化量が 12.1千トン、埋立量が 9.9千トンとなっており、この処理後の資源化量と直

接資源化量 18千トン、集団回収他 5.8千トンを合計した総資源化量は 35.9千トン、リサイクル

率は 21.9％（ごみ総排出量に対する総資源化量の割合）となっています。また、処理後の埋立量

と直接埋立量 1千トンを合計した最終処分量は 9.9千トンで、最終処分率は 6.2％（総処理量に対

する最終処分量の割合）となっています。 

 

 

 

 

図 3-1-3 ごみ処理・処分フロー（平成 27 年度） 

 

 

ごみ排出量（総処理量） ｔ

可燃物 ｔ 不燃物 ｔ 資源物

家庭系 ｔ 家庭系 ｔ 行政回収 ｔ

事業系 ｔ 事業系 ｔ 資源化量 ｔ

焼却処理 ｔ 破砕処理 ｔ 埋立（直接） ｔ

焼却 ｔ 破砕後焼却 ｔ

焼却後埋立 ｔ 破砕後埋立 ｔ

焼却後資源化 ｔ 破砕後資源化 ｔ

埋立（処理後） ｔ 最終処分量（埋立量）

ｔ ％ )

資源化（処理後） ｔ

その他資源化 資源化量（総資源化量）

  集団回収他 ｔ ｔ ％ )

（備考）１　削減率（29.1％） ＝（H18年度の総処理量 223,170t － 総処理量 158,298t ）／（H18年度の総処理量 223,170t ）×100

　 　　　２　焼却 111,916 t は、破砕後焼却 2,195 t を含む

　　　　 ３　リサイクル率（21.9％）＝（資源化量 35,908ｔ ）／（総処理量 158,298t ＋ その他資源化 5,783t ）×100

　　　　 ４　最終処分率（6.2％）＝（最終処分量 9,861ｔ ）／（総処理量 158,298ｔ ）×100

129,991 5,300 760

158,298

削減率 ： 29.1％

129,991 6,421

83,702 5,162 21,886

46,289 1,259 18,046

111,916 2,195

7,041 2,060

11,034 1,045

9,101

9,861 (  6.2

12,079

5,783 35,908 ( 21.9
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2) 目標達成の評価 

平成 27 年度実績に基づく数値目標の達成状況は、表 3-1-５に示すとおりです。 

現行計画の目標年度までは 1 年余りを残しているものの、現状（平成 27 年度）は、いずれの項

目も乖離が大きく、目標達成は困難な状況です。 

① ごみ排出量（総処理量） 

平成 27 年度のごみ排出量は 158.3千トン（904 g/人・日）となっており、基準年度に比べれ

ば大きく減少しているものの、平成 29 年度目標 145千トン（826 g/人・日）を 13.3千トン（78 

g/人・日）多い状況です。また、削減率は 29.1％で、目標の 35.0％以上（平成 18 年度比）を

5.9ポイント下回っており、目標達成はかなり難しい見込みです。 

 

② リサイクル率 

平成 27 年度のリサイクル率は 21.9％となっており、基準年度に比べれば増加しているものの、

平成 29 年度目標の 40％以上を 18.1 ポイントと大きく下回っており、目標達成はかなり難しい

見込みです。 

 

③ 最終処分率 

平成 27 年度の最終処分率は 6.2％となっており、基準年度に比べれば大きく減少しているもの

の、平成 29 年度目標の 3％以下を 3.2ポイント上回っており、目標達成は難しい見込みです。 

 

表 3-1-5 現行の計画目標と達成状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 発生・排出抑制等の一層の推進 

1) ごみ総排出量 

平成 27 年度の 1 人 1 日当たりごみ排出量（集団回収量他を含む）は、前年度の家庭ごみ有料

化制度の導入等による好影響を受けて 934g/人・日と、平成 18 年度以降で最も低い数値になっ

ていますが、これを直近年度（平成 26 年度）の全国及び大分県の平均と比較すると、本市（974g）

は、全国平均（947g）より 27g 多く、県平均（949g）より 25g 多い状況となっています。 

一方、全国の類似自治体（中核市：41 市）では、813 g/人・日（最小値）の自治体もあり、

本市においても一層の排出量削減（発生・排出抑制）に取り組む余地があると考えられます。 

Ｈ18Ｈ18Ｈ18Ｈ18

（基準年度）（基準年度）（基準年度）（基準年度）

H27H27H27H27

（現 状）（現 状）（現 状）（現 状）

H29H29H29H29

（目標年度）（目標年度）（目標年度）（目標年度）
評 価評 価評 価評 価

223,170 158,298 145,000 未達成

１人１日当たり

ごみ排出量（g/人・日）
1,310 904 826 未達成

削減率（％）

（平成１８年度比）
－ 29.1 35.0 以上 未達成

18.4 21.9 40 以上 未達成

20.7 6.2 3 以下 未達成最終処分率（％）

リサイクル率（％）

ごみ排出量（ｔ）

（総処理量）

　　　　　　　　　　　　　　年　度　　　　　　　　　　　　　　年　度　　　　　　　　　　　　　　年　度　　　　　　　　　　　　　　年　度

　区　分　区　分　区　分　区　分
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2) ごみ排出量（総処理量） 

平成 27 年度のごみ排出量は 158.3千トン、1 人 1日当たりでは 904 gで、前述の「目標達

成の評価」のとおり、平成 29 年度目標（145千トン、826 g/人・日）に対しては、13.3千ト

ン（78 g）多く、現状のままでは目標達成はかなり難しくなっています。 

目標未達成に関しては、家庭から排出される生ごみの回収など、現在未実施の事業の影響が大き

いものと思われますが、事業実施に当たっては、新たな施設整備に要する事業費（用地取得、建設

費等）の他、収集運搬体制や施設の運営管理体制の構築、生成物（堆肥）の利活用先の安定的確保

など多くの検討課題があり、短期間での実現が困難な状況です。このため、早期に着手・実行可能

な発生・排出抑制について、市民、事業者ともに幅広く取り組む必要があります。 

 

3) 家庭ごみ 

平成 27 年度の家庭ごみは 110.7 千トン、このうち燃やせるごみが 83.7 千トンで 7 割以上

（75.6％）を占め、燃やせないごみは 5.2千トン（4.7％）、資源物は 21.9千トン（19.8％）と

なっています。 

家庭ごみは、平成 19 年度に分別区分を増やして 12 分別収集を開始したことから一旦減少しま

したが、その後は増減を繰り返しつつも増加の傾向にあります。平成 27 年度は、前年度の家庭ご

み有料化制度の導入によって減少に転じていますが、今後、リバウンドが起きないよう減少傾向を

維持するための更なる取組みが不可欠です。 

ごみ組成からすると、依然として燃やせるごみには１割以上（15.3％）、燃やせないごみには約

6％の資源物が混入しており、これら資源物の分別を徹底する必要があります。また、燃やせるご

みの約半分を生ごみが占めていることから、水切りによる減量、生ごみ処理機器等による堆肥化等

の普及促進のほか、未利用食材（本来は食べることができた食材で廃棄されたもの：6.4％）を含

む食品ロスの削減（廃棄ゼロ）を目指すなど、市民ぐるみの４Ｒ（リフューズ：発生回避、リデュ

ース：発生抑制、リユース：再使用、リサイクル：再生利用）の取組み強化が必要です。 

なお、家庭ごみ有料化制度については、改正条例の附則で、「3 年ごとに施行の状況や、家庭ご

みの発生状況等を勘案し、制度についての検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」

ことを規定しており、随時ごみ排出量の状況等を把握する中で課題等の整理を行い、3 年ごとの検

証・評価に基づき、制度の改善や継続の要否についても、総合的に検討を行っていく必要がありま

す。 

 

4) 事業系ごみ 

事業系ごみのうち、燃やせないごみは、平成 24 年度以降は減少傾向にありますが、燃やせるご

みは、平成 22 年度を底に増加の傾向にあります。 

平成 27 年度の事業系ごみは 47.5千トン、このうち燃やせるごみが 46.3千トン（97.5％）で

ほとんどを占めており、燃やせないごみは 1.3千トン（2.5％）となっています。 

事業系ごみについても、排出事業者による分別の徹底やリサイクル業者による資源物の回収をよ

り一層促進するなど、４Ｒに基づく取組みを徹底する必要があります。 
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(3) 収集運搬体制の確保 

 

1) 排出マナーの徹底 

廃棄物を適正に処理していくため、ごみの分別などの排出マナーの徹底に向け、実効性のある啓

発活動に取り組む必要があります。 

 

２) 安全で適正な排出方法の指導啓発 

ガス缶・スプレー缶やライターが原因と思われる車両や清掃工場の火災事故を防止するため、安

全で適正な排出方法について、継続的で実効性のある指導啓発活動に取り組む必要があります。 

 

3) 委託業務の遂行に向けた指導育成監督 

家庭ごみの収集運搬に当たっては、迅速かつ安全な作業による確実な即日収集と、ごみステーシ

ョンの環境維持に向けた市民との信頼関係の構築が重要であることから、民間委託の拡大に伴いそ

うした対応を委託業者が行うことができるよう、市として常に指導育成監督に取り組む必要があり

ます。 

 

４) 生活介助を要する市民への収集支援 

生活介助を要する高齢者や障がい者等にとって、ごみの分別の細分化に対応できない事態やごみ

ステーション等指定場所に排出できない事態が、今後多く生じることが予想されます。このような

ことから市民への収集支援について検討する必要があります。 

 

５) 在宅医療廃棄物の収集運搬 

在宅医療廃棄物のうち、感染性の危険が高い廃棄物については、医療機関での回収の徹底を図る

とともに、排出者に対して鋭利・非鋭利な廃棄物の排出方法について周知徹底を図る必要がありま

す。 

 

6) 事業系ごみの収集運搬 

事業系ごみについては、事業者自ら、あるいは許可業者によって、市の処理施設や処分業許可業

者の処理施設に搬入していますが、ごみの減量及び適正処理を行うための指導や無許可業者への指

導を強化する必要があります。 

また、越境ごみ阻止のため、許可業者への指導はもとより近隣の市町との連携を図る必要があり

ます。 

 

 

(4) 再資源化の推進 

リサイクル率は、平成 20 年度をピークに減少する傾向にありましたが、平成 27 年度は 21.9％

と増加に転じています。これを直近年度（平成 26 年度）の全国及び大分県の平均と比較すると、

本市（20.7％）は、県平均（20.6％）より 0.1ポイント、全国平均（20.1％）より 0.6ポイン

トと僅かに上回っています。 

しかしながら、現行計画の平成 29 年度目標 40％以上に対しては、前述の「目標達成の評価」
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のとおり、現状で 18.1ポイントと大きく下回っており、市民、事業者、行政など関係主体の多様

な再資源化の取組みを充実・加速化させる必要があります。 

 

1) 家庭ごみの再資源化 

家庭ごみ有料化制度導入等の影響もあって、ここ数年は収集前の再資源化量（集団回収量他）や

直接資源化量等が増加していますが、これら市民による取組みを更に浸透・発展させるため、資源

物の分別の徹底に向けた啓発活動、集団回収の報償金対象品目の追加や基本額・単価の改定の他、

拠点回収や市の資源化施設などでの行政と民間の役割等について検討する必要があります。 

 

2) 事業系ごみの再資源化 

リサイクル可能な紙類、木くず類、生ごみなど資源物の分別徹底と民間リサイクル業者による回

収・再資源化の取組みをより一層促進するとともに、これらの民間リサイクル（回収量、処理方法・

製品化等の実態把握）を本計画で明確に位置付ける必要があります。 

また、事業系の燃やせるごみが増加傾向にあることから、更なる分別の徹底、資源物のリサイク

ル業者への誘導を促進するためには、市の清掃工場で受入料金の改定についても併せて検討する必

要があります。 

一方、市庁舎等から排出される事業系ごみについては、市自らが大規模事業所ごみ減量推進のモ

デルとなるよう、引き続き職場単位でのごみ減量調査・計画策定、資源物の分別徹底、生ごみの減

量・堆肥化等に努めます。 

 

 

(5) 最終処分量の削減 

最終処分率は、増減を繰り返しながらも、平成 24 年度以降は減少する傾向にあり、平成 27 年

度では 6.2％となっています。これを直近年度（平成 26 年度）の全国及び大分県の平均と比較す

ると、本市（6.5％）は、県平均（7.7％）より 1.2ポイント、全国平均（10.3％）より 3.8ポイ

ント下回っています。 

しかしながら、現行計画の平成 29 年度目標 3％以下に対しては、前述の「目標達成の評価」の

とおり、現状で 3.2ポイント上回っていることから、一層の埋立量削減に向けた取組みを進める必

要があります。 

なお、全国の類似自治体（中核市：41 市）においては、現に 3％以下（最小値：1.2％）を達

成している自治体もありますが、削減対策の実施に当たっては、コスト面等も視野に入れつつ十分

に検討することが重要です。 

 

 

(6) ごみ処理施設 

本市のごみ焼却施設（福宗清掃工場、佐野清掃工場）と再資源化施設（リサイクルプラザ）は、

各施設とも老朽化が進行していることから、緊急な運転停止が発生するなどごみ処理に支障が出始

めており、計画的な施設整備を行うことが必要となっています。 

 ごみ焼却施設については、耐用年数が２０年程度とされていることから、福宗清掃工場について

は長寿命化工事を実施し１０年程度の延命化を図り、平成３８年度末まで運転することとしました。 
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 佐野清掃工場は平成３４年度末に耐用年数を迎えることとなりますが、平成３５年度以降のごみ

排出量を勘案しながら、福宗清掃工場とあわせ、運転期間を検討する必要があります。 

 リサイクルプラザについては、平成３３年度末に耐用年数を迎えますが、ごみ処理が福宗清掃工

場と密接な関係にあるため、運転期間を福宗清掃工場とあわせたるための整備が必要となります。 

 このようなことから、新たなごみ処理施設の整備に向けて、早急に検討を行い、新たな施設整備

計画をまとめることが急務になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

        



                             

１１１１

２２２２

第第第第 2222 節節節節    

1．ごみ処理の基本理念

私たちが生活

快適で便利な生活を求めることにより、私たちは環境に過大な負荷を与え続けています。

私たちは、健全で恵み豊かな環境を将来の世代へ手渡していくためにも、限りある資源を大切に

し、資源を有効に活かす循環型の社会づくりに取り組まなければなりません。

そのため、次のことを基本理念とし、計画を推進します。

 

 

 

 

 

 

 

 

２．ごみ処理の基本目標

ごみ処理の基本理念のもと、次の
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３．ごみ処理の数値目標 

ごみ処理に関する数値目標については、次のとおりです。 

 

 

① 排出抑制 
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４．ごみ処理に係る施策の体系図 

ごみ処理の基本目標に基づく施策の体系は、以下に示すとおりです。 
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第第第第 3333 節節節節    ４Ｒ推進計画４Ｒ推進計画４Ｒ推進計画４Ｒ推進計画    

１．目標達成に向けた基本方針 

ごみの排出抑制や再資源化を推進するためには、生産・流通・消費などの経済活動の過程におい

て、不要となるものの量をできるだけなくし、不要となったものはできるだけ資源として再生・再

利用することが重要です。 

これらのことを実現するには、市民、事業者、行政が「４Ｒ」を認識し、それぞれの役割と責務

を自覚し、一体的に「４Ｒ」に基づく取組みを推進していく必要があります。 

 

「４Ｒ 」リフューズ、リデュース、リユース、リサイクルの頭文字をとったものです。  

Refuse リフューズ（発生回避） 余計なものは買わない、使わない、貰わない。 

Reduce リデュース（発生抑制） 

使い捨てのものは買わず、詰め替え品を選ぶ。  

きちんと計画を立て、必要な量だけ買う。 

長持ちするものを選んで買う。 

Reuse リユース（再使用） 
再利用できる容器を使ったものを買う。  

不用になった物は、他の人に使ってもらう。 

Recycle リサイクル（再生利用） 
不用品（ごみ）は、資源としてリサイクルする。  

また、リサイクル製品を使う。 

 

 

２．目標達成に向けた具体的施策の展開  

(１) 「４Ｒ」の推進 

1) リフューズ・リデュース・リユースを軸とした「４Ｒ」の啓発 

「４Ｒ」の取組みにおいて、リサイクルだけでなく、リフューズ・リデュース・リユースにも重

点を置いたライフスタイルやビジネススタイルを市民、事業者、行政が進めていくことが大切です。 

「４Ｒ」のライフスタイルやビジネススタイルへの転換を促すため、あらゆる機会を活用して、

「4R」に関する情報発信の充実を図るとともに、啓発や環境教育・学習を推進し、市民、事業者、

行政の意識改革を進めます。 

 

①①①①    「「「「4R4R4R4R」や」や」や」や    ごみに関する情報提供ごみに関する情報提供ごみに関する情報提供ごみに関する情報提供    

「4R」やごみの排出状況などの情報を、本庁・各支所等に掲示するとともに、市報、インター

ネットのホームページ、広報誌「リサイクルおおいた」、大分市アプリ「いいやん!おおいた」、新聞、

テレビ、パンフレット等、様々な広報媒体や新しい情報スキルを活用し、適切なタイミングに、積

極的に提供していきます。また、情報は、幅広い世代の市民にわかりやすく伝わるよう努めます。 

 

②「大分エコライフプラザ」の機能強化②「大分エコライフプラザ」の機能強化②「大分エコライフプラザ」の機能強化②「大分エコライフプラザ」の機能強化    

「大分エコライフプラザ」では、ごみ減量に関する啓発や情報発信、リサイクルやリユースの体

験学習、また、古着の配布なども実施しています。今後、より幅広い年齢層をターゲットとした啓

発や情報発信や４Rの啓発拠点としての機能強化も図ります。 
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③懇談会の開催③懇談会の開催③懇談会の開催③懇談会の開催    

ごみ減量とリサイクルについて関心を持ってもらい、日々の暮らしの中でごみの分別等を実践し

ていただけるよう、市民を対象として「ごみ減量・リサイクル推進懇談会」を開催していますが、

さらに「4R」に関する内容の充実も図ります。 

 

2)環境教育・学習の充実  

対象年齢や目的に合わせて、ごみ減量・リサイクルへの具体的な手法や情報について、「4Ｒ」へ

の関心を高めるため多様な環境教育・学習のプログラムを提供していきます。 

 

①①①①    幼稚園、小・中学校などにおけるごみ環境教育の充実幼稚園、小・中学校などにおけるごみ環境教育の充実幼稚園、小・中学校などにおけるごみ環境教育の充実幼稚園、小・中学校などにおけるごみ環境教育の充実    

ごみ問題の解決には市民の意識の高揚が不可欠であり、そのためには子どものころからの教育が

重要なことから、未就学児を対象とした紙芝居や小学校４年生の清掃工場見学など、成長段階に応

じた実践型の「ごみ環境教育」の充実を図ります。 

 

②②②②    自主的環境教育・学習の推進及び支援自主的環境教育・学習の推進及び支援自主的環境教育・学習の推進及び支援自主的環境教育・学習の推進及び支援    

「4Ｒ」への関心を高めるため、地域の住民団体等や事業所での自主的学習会の開催を推進する

とともに、情報の提供や講師派遣などの活動支援を行います。 

 

  

(２) リフューズ・リデュースの推進  

リフューズ・リデュースに関する市民に取り組みやすい情報の提供や支援を行います。また、市

民には、ごみそのものを発生させない、また、出さずに減らしていく取組みを、製造・販売事業者

には、市民の取組みを促進する事業活動の実施を働きかけます。 

1) 生ごみの減量  

①「①「①「①「3333 きり運動」の推進きり運動」の推進きり運動」の推進きり運動」の推進    

家庭から排出される「燃やせるごみ」の約５割は生ごみが占めており、市民へは食べ残しや未利

用食材をできるだけ排出しないよう、購入した食材は使い切る「使いきり」、食べ残しをしない「食

べきり」、排出前に水分をきる「水きり」の「3 きり運動」を推進します。 

また、事業系の生ごみ対策としては、事業者へ「3 きり運動」を働きかけるとともに、食品リサ

イクル法に基づく食品ロスの減量を要請します。 

 

②②②②    生ごみ処理機器等の使用の促進生ごみ処理機器等の使用の促進生ごみ処理機器等の使用の促進生ごみ処理機器等の使用の促進    

燃やせるごみの約 5割を生ごみが占めていることから、処理機器（コンポスト・ボカシ容器、生

ごみ処理機器、段ボールコンポスト）等によって減量化を図り、その普及拡大に努めます。また、

コンポスト・ボカシ容器を上手に利用してもらうため、訪問指導や普及講習会を開催します。 

 

 

2) ごみになるものを買わない努力 

ごみを出さない方策として、まず、ごみになるものを買わないこと、家庭に持ち込まないことが

重要です。そのために、「不要なものは断る」、「安易に使い捨て商品を選ばない」、「過剰包装等は
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辞退する」、「マイバッグを持参する」、また、「ものを大切に長く使用する」、「壊れたら修理して使

用する」など、ライフスタイルを見直す運動を展開します。 

①①①①    流通・小売業者による過剰包装等の自粛流通・小売業者による過剰包装等の自粛流通・小売業者による過剰包装等の自粛流通・小売業者による過剰包装等の自粛    

トレイやラップを使用した商品等過剰包装が見受けられることから、消費者団体等と連携し、事

業者へ過剰包装の自粛をするよう働きかけます。また、生鮮食料品等のばら売り、裸売り等の量り

売りの普及拡大も働きかけていきます。さらに、レジ袋の削減のための協力を求めていきます。 

 

3) 業務用生ごみ処理機器等の使用による生ごみの排出抑制    

飲食店やホテル等は大量の生ごみを排出していることから、業務用の生ごみ処理機器等の使用に

よる生ごみ減量化を推奨します。 

 

 

(３) リユースの推進  

近年、フリーマーケットや古着・古本屋などの中古市場が確立されています。市民がリユースに

取組みやすいよう、情報提供や「大分エコライフプラザ」の機能強化を図ります。 

また、リユースに関する情報提供、啓発、イベント・フリーマーケットの開催などについて、事

業者、NPO、地域団体等が、連携して取り組める体制づくりを検討します。 

 

1) 活動の支援と情報発信  

①①①①    不用品の再使用・再利用の活動の支援不用品の再使用・再利用の活動の支援不用品の再使用・再利用の活動の支援不用品の再使用・再利用の活動の支援    

フリーマーケットや不用品の交換、リサイクルショップの活用などに関する情報の提供と活動団

体への助言や支援を行い、多くの市民が参加できるよう効果的な普及と活動を推進します。 

 

2) 古着等拠点回収と自転車・家具等回収の拡充  

①①①①    古着等の再使用古着等の再使用古着等の再使用古着等の再使用    

「大分エコライフプラザ」では、古着の無料配布を行っていますが、新たに中古ベビー用品のレ

ンタル等、取扱い品目の拡大を図る等、リユースを推進します。 

    

②②②②    自転車・家具等の再使用自転車・家具等の再使用自転車・家具等の再使用自転車・家具等の再使用    

ごみとして排出されたものが、少しの手を加えることで再利用できることを実感してもらうため、

「大分エコライフプラザ」において、自転車・家具等の再生工房の見学や再生品の展示・譲渡を行

っていますが、新たにおもちゃ等の修理コーナー設置や再生品の展示・譲渡について中心市街地で

開催する等、リユースの普及啓発に努めます。 

 

 

3) リターナブル容器の活用 

リターナブル容器である一升びん等のガラス容器は、何度も、繰り返し利用ができ、また、使い

捨て容器に比べ、環境負荷が低いことから、市民や飲料製品の販売事業者に対して、リターナブル

容器の活用ができないか働きかけていきます。 
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(４) リサイクルの推進 

市は、分別収集の徹底を進めるとともに、また、回収した資源の再商品化の価値を高めるための

品質向上に取組みます。また、新たに、燃やせるごみの約５割を占める生ごみについて、再資源化

やエネルギーの利活用について検討します。 

市民は、リサイクルを進めるための集団回収や拠点回収を積極的に利用し、これまで以上に分別

回収の徹底に取り組みます。 

 

1) 集団回収等の拡大 

①有価物集団回収運動の促進①有価物集団回収運動の促進①有価物集団回収運動の促進①有価物集団回収運動の促進    

有価物集団回収運動は、回収物の質が高く、参加者のリサイクル意識も向上する等、ごみ減量・

リサイクルを推進するうえで大きな成果を上げています。また、地域のコミュニケーションづくり

にも貢献をしています。 

今後も、クリーン推進員をはじめ地域の皆さんの協力のもと、回収団体の育成や団体数と回収量

の増加に向けて取組みを進めます。 

 

2) 拠点回収等の直接資源化の促進 

①①①①拠拠拠拠点点点点回収回収回収回収（回収品目・方法等）（回収品目・方法等）（回収品目・方法等）（回収品目・方法等）の充実の充実の充実の充実    

牛乳やジュースなど紙パックや小型家電リサイクル法に基づく使用済小型電子機器等は、支所等

で拠点回収を行っております。 

より多くの市民に利用されるよう情報を提供するとともに、効率的な回収方法・拠点づくりや新

たな回収品目についても検討します。 

 

3) 分別回収の徹底  

リサイクルの推進には、正しく分別して排出することが必要なことから、市報やホームページ等

での啓発をはじめ、地域等での「ごみ減量・リサイクル推進懇談会」の開催を通じて分別の徹底を

図ります。 

「缶」、「びん」、「ペットボトル」、「プラスチック製容器包装」、「新聞紙・その他紙類・布類」等

の資源物については、回収する資源物の品質の向上を図り、再商品化の価値を高めるなど、さらな

る再資源化量の増加に向けて取り組みます。 

①分別の徹底等に向けた啓発活動の充実①分別の徹底等に向けた啓発活動の充実①分別の徹底等に向けた啓発活動の充実①分別の徹底等に向けた啓発活動の充実    

資源物が確実にリサイクルされ有効に利用されるには、適切な分別の徹底とごみの排出モラルの

向上が求められます。 

そのため、「ごみ分別事典」や広報誌「リサイクルおおいた」など、ごみの分別収集とリサイク

ルに関する普及啓発用の冊子や広報紙を市民や市内転入者に配布するとともに、分別収集の周知と

定着や、排出モラルの向上を図るための効果的な啓発活動を行います。 

 

②資源物の持ち去り対策②資源物の持ち去り対策②資源物の持ち去り対策②資源物の持ち去り対策    

平成２４年３月から、大分市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例に、ごみステーションか

らの資源物の持ち去りを禁止する規定を追加し、これに違反すると罰金が科せられることがあると
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したことから、指導性を発揮することができ件数は減少傾向にあります。 

今後は、引き続き市報等による広報や早朝パトロール、クリ－ン推進員をはじめとする市民皆様

からの通報体制を強化しながら、資源物の持ち去り行為を防止する取組みを進めます。 

 

4) グリーン購入等 

 環境への負荷の低減などを目的に制定されたグリーン購入法の趣旨を踏まえ、引き続き、行

政自ら積極的にリサイクル製品の利用に取組むとともに、市民や各事業所への普及拡大に努め

ます。 

 

5) 生ごみ等の資源化について 

燃やせるごみの約５割を占める生ごみについて、バイオマスとしてメタンガスや水素への利活用

など、再資源化や再生エネルギー化に向けた検討を進めます。 

また、家庭から排出される落ち葉、剪定枝について、資源化に向けた検討を行います。 

 

(５) ごみ減量と処理費用負担の適正化 

1) 家庭ごみの有料制度の周知徹底 

家庭ごみ有料化制度は、「家庭ごみの減量とリサイクルの推進」と「ごみ処理に係る費用負担の

公平性の確保」を目的に平成 26 年 11月から市内全域を対象に実施しています。 

本制度の導入により、ごみ排出量の削減、資源物回収量の増加など一定の効果が現れてきていま

す。引き続き本制度の周知徹底を図るとともに、ごみ減量・リサイクル推進施策の一層の充実に努

めます。 

また、随時ごみ排出量の状況等を把握する中で、課題等の整理を行い、3 年ごとの検証・評価に

基づき、制度の改善や継続の要否についても総合的に検討を行います。 

 

２) 施設使用料の見直し 

ごみ処理施設の使用料について随時に見直しを行い、近隣のごみ処理施設との調整を図り、費用

負担の適正化に努めます。 

 

(６) 事業者に対する指導の強化  

事業所から排出されるごみは、一般廃棄物処理業者に収集運搬委託をするなど自己処理が原則で

あり、事業者の自己処理を促進するための施策を推進します。特に、大規模事業所については、ご

み減量推進事業所として指定し、事業系ごみの減量の推進を図っていますが、さらに、各事業所の

排出ごみの実態把握、減量及び適正処理の進行状況の管理などの指導や「4R」への取組みの支援

を行う等、事業系ごみの減量やリサイクルを推進します。 

 

1) 事業者への指導の徹底  

①①①①    排出事業者への指導の徹底・強化排出事業者への指導の徹底・強化排出事業者への指導の徹底・強化排出事業者への指導の徹底・強化    

清掃工場に搬入される事業系ごみの中には、リサイクルできる紙類や産業廃棄物が多く混入され

ていることから、排出事業者に対して、適正な分別方法やごみの減量化についてのチラシ配布や広

報紙、ホームページでの掲載等、啓発活動を積極的に行うと同時に、不適正な排出を行う事業者に
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対しては、適正な分別や減量化をするよう積極的に指導を行います。 

 

②②②②    大規模事業所ごみ減量推進事業の推進大規模事業所ごみ減量推進事業の推進大規模事業所ごみ減量推進事業の推進大規模事業所ごみ減量推進事業の推進    

大規模事業所をごみ減量推進事業所として指定し、事業系ごみの減量の推進を図っているところ

であり、引き続き、各事業者から提出された減量計画書に基づいて、排出ごみの実態把握、減量及

び適正処理の進行状況の管理などの指導を行います。さらに、ごみ減量推進事業所の対象の拡大を

図ります。 

 

③③③③    エコショップ認定事業の推進エコショップ認定事業の推進エコショップ認定事業の推進エコショップ認定事業の推進    

「大規模事業所ごみ減量推進事業」に該当しない小売店舗等をエコショップとして認定し、事業

系ごみの減量を推進しています。引き続き、認定事業所の特徴的な取組みの紹介や表彰など普及拡

大に努めます。 

 

2) 事業系ごみのリサイクルの促進  

①①①①    啓発活動の充実啓発活動の充実啓発活動の充実啓発活動の充実    

引き続き「事業系廃棄物の減量・適正処理の手引き」を活用し、事業系ごみの減量と適正処理を

推進し、学習会の開催、経済団体等との連携強化など啓発活動の充実を図ります。 

 

②②②②    食品廃棄物のリサイクルの推進食品廃棄物のリサイクルの推進食品廃棄物のリサイクルの推進食品廃棄物のリサイクルの推進    

食品リサイクル法により、食品関連事業者によるリサイクルが推進されていますが、主務大臣に

よる勧告・命令の対象外の事業者についても、自主的なリサイクル活動を推進するための啓発等に

ついて検討をします。 

 

③③③③    剪定枝等のリサイクル剪定枝等のリサイクル剪定枝等のリサイクル剪定枝等のリサイクル    

公園内の樹木、街路樹、造園事業者から排出される剪定枝等の再資源化を実施していきます。 

 

④④④④    公共施設からの資源物回収公共施設からの資源物回収公共施設からの資源物回収公共施設からの資源物回収    

市庁舎等の公共施設から排出される「新聞紙・雑誌・段ボール・電算用紙・使用済みコピー用紙・

機密文書・缶・びん・ペットボトル」を資源物として回収しています。 

今後とも、職員への分別の徹底など、行政自ら資源化に積極的に取り組みます。 

なお、その成果を公表し、各事業所へ普及拡大を図ります。 

 

3) 拡大生産者責任（ＥＰＲ） の推進  

事業者は、拡大生産者責任（ＥＰＲ）の趣旨に基づき、製品の生産から販売までにおいて、長寿

命、繰り返し使用、容易にリサイクルできることや、リデュースやリユースを進めていくことが求

められています。 

市としても、全国市長会や全国都市清掃会議を通じて国に要望するなど、他の自治体や各種団体

等とも協力して、引き続き、国および生産者・販売者へ拡大生産者責任に基づく発生抑制について

働きかけを⾏います。 
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4) 双方向の情報交流  

循環型社会を構築するためには、市民、事業者、行政がそれぞれの役割と責任を担い実行するこ

とが重要です。そのためには、市から一方的に情報を提供するのではなく、市民、事業者の代表で

構成する「大分市ごみ減量・リサイクル対策協議会」や懇談会の機会も含め、市民や事業者の意見

を反映させるための双方向の情報交流を図ります。 

 

5) 各種リサイクル法への対応 

容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、建設リサイクル法、食品リサイクル法、自動車リサ

イクル法、資源有効利用促進法等、各種リサイクル法へ適切に対応します。  
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【【【【    4444Ｒの推進：Ｒの推進：Ｒの推進：Ｒの推進：目標達成に向けた目標達成に向けた目標達成に向けた目標達成に向けた主体別の主体別の主体別の主体別の主な主な主な主な取組み取組み取組み取組み    】】】】 

市 民 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行 政 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「食べきり」「使いきり」「水切り」の「3 きり運動」を実践する  

○ごみになるものを買わない   ○マイバック、マイボトルを携帯する 

○ものを大切に長く使用する   ○小型家電や紙パック類は拠点回収を利用する 

○不用品の再使用・再利用をする  ○フリーマーケットへ参加する 

○古着・自転車・家具等の再使用をする  ○リターナブル容器を利用する  

○有価物集団回収運動へ参加する  ○生ごみ堆肥化へ取組む  

○リサイクル製品を購入する  ○環境教育や懇談会等へ参加する  

〇自主的に環境学習会を開催する 

○レジ袋等過剰包装等を自粛する  

○業務用生ごみ処理機器等の使用により生ごみを減量する   

○ごみの分別などの排出ルールを徹底する  ○ごみ減量を推進する 

○飲食店等を中心とした「食べきり」など「３きり運動」へ取組む 

○食品廃棄物を減らす  ○グリーン購入を行う  

○ 剪定枝の資源化を図る 

○製品の生産から販売におけるリサイクルやリユースの取組みを強化する 

○リターナブル容器を活用する 

○「4R」や ごみに関する情報を提供する  

○「大分エコライフプラザ」の機能を強化する  

○「3 きり運動」を推進する  ○生ごみ処理機器等の使用を促進する  

○懇談会を開催する  

○ごみ環境教育を充実させ、自主的な環境学習の取組みを支援する  

○事業者への指導の徹底・強化を図る  ○大規模事業所のごみ減量を推進する 

○エコショップ認定事業を推進する  ○公共施設からの資源物回収をさらに図る 

○不用品の再使用・再利用の活動支援をする  

○古着等拠点回収と自転車・家具等の回収を拡充する  

○リターナブル容器を活用する  ○有価物集団回収運動を促進する  

○資源物の持ち去りの対策を行う  ○グリーン購入等を推進する  

○拠点回収（回収品目・方法等）の充実を図る 

○分別の徹底等に向けた啓発活動を強化する  ○事業系ごみ対策を推進する  

○家庭ごみの有料化制度の周知徹底を図る 

○生ごみの資源化を検討する 
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第第第第 4444 節節節節    収集運搬計画収集運搬計画収集運搬計画収集運搬計画    

１．収集運搬計画の目標 

本市におけるごみの収集運搬の現状は、家庭ごみについては、大分地区は直営収集と民間委託収

集の併用、佐賀関地区は民間委託収集、野津原地区は由布大分環境衛生組合での収集となっており、

事業系ごみについては、事業者による自己処理となっています。 

ここでは、家庭ごみ・事業系ごみについての収集運搬計画を示します。 

 

将来のごみの量や分別の多様化に対応できる効率的な収集運搬体制を整備するとともに、市民の

ニーズに対応でき、且つ、市民の協力が得られ信頼される収集運搬体制を目指します。また、収集

運搬を計画的に推進するため、家庭ごみの収集運搬計画量を次のとおり設定します。 

 

表 3-2-1 家庭ごみ収集運搬計画量 （単位：ｔ） 

年  度  

区  分 

H27 

（実績） 
H29 H31 H36 

収集量（家庭ごみ） 110,750    

燃やせるごみ 83,702    

燃やせないごみ（アスベストを含む） 5,162    

資源物 21,886    

缶・びん 4,327    

ペットボトル 1,331    

資源プラ 3,222    

古紙・布類 12,777    

蛍光管等 229    

（注１）大型・一時的多量ごみは、「燃やせるごみ」、「燃やせないごみ」に含まれています。 

 

 

２．目標達成に向けた基本方針 

将来のごみの量や分別の多様化等を想定し、安定した収集サービスを提供するため効率的な収集

運搬体制を整備していくとともに、生活介助を要する市民への収集支援などの市民ニーズに対応で

きるシステムの構築が求められています。 

廃棄物を適正に処理していくための、排出マナーの啓発やごみステ－ションの環境美化に向けた

取組みも重要です。 

このようなことから、基本目標に掲げる「環境に配慮した適正な処理体制が整備され、衛生的で

安全・快適な生活環境が保たれているまち」の達成に向け、次の２点を基本方針とし、取り組みま

す。 

 

◆ 排出マナーの向上と収集運搬許可業者への指導の強化 

◆ 市民のニーズと環境に配慮した収集運搬体制の整備 
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３．目標達成に向けた具体的施策の展開 

1) 排出マナーの向上と収集運搬許可業者への指導の強化 

①①①①    排出マナーの向上に向けた啓発活動の展開排出マナーの向上に向けた啓発活動の展開排出マナーの向上に向けた啓発活動の展開排出マナーの向上に向けた啓発活動の展開    

排出ルールの徹底や排出マナーの向上に向けて、市報やホームページなどの広報媒体を活用した

啓発をはじめ、地域でのビデオ等を用いた啓発活動を展開します。 

また、クリーン推進員や自治会長と連携を図りながら、ごみステーションにおける排出指導を展

開します。 

 

②②②②    安全安全安全安全で適正で適正で適正で適正な排出に向けた指導啓発の展開な排出に向けた指導啓発の展開な排出に向けた指導啓発の展開な排出に向けた指導啓発の展開    

ガス缶･スプレー缶やライターが原因と思われる車両や清掃工場の火災を防止するため、安全で

適正な排出方法について、継続的で実効性のある指導啓発活動を展開します。 

 

③③③③    収集運搬許可業者への指導の強化収集運搬許可業者への指導の強化収集運搬許可業者への指導の強化収集運搬許可業者への指導の強化    

一般廃棄物収集運搬業許可業者に対して、廃棄物の減量及び適正処理を行うために、廃棄物処理

法、条例、規則等の関係法令を遵守するよう指導を強化します。 

また、違反行為を繰り返す許可業者に対しては、罰則を適用します。 

 

④④④④    無許可業者への指導の強化無許可業者への指導の強化無許可業者への指導の強化無許可業者への指導の強化    

事業系一般廃棄物の収集運搬業については、市長の許可が必要であることから、無許可で収集運

搬業を行っている業者に対して指導を強化します。 

 

⑤⑤⑤⑤    越境ごみ阻止への強化越境ごみ阻止への強化越境ごみ阻止への強化越境ごみ阻止への強化    

許可業者への指導はもとより、近隣の市町村との連携を図ることにより、越境ごみの流入・流出

を阻止します。 

 

2) 市民のニーズと環境に配慮した収集運搬体制の整備 

①①①①    ごみステ－ションの環境美化促進ごみステ－ションの環境美化促進ごみステ－ションの環境美化促進ごみステ－ションの環境美化促進    

正しいごみの出し方や適正な収集作業がなされているのか、各ごみステ－ションの状況把握に向

け、職員が定期的に巡視を行える体制を確立します。その巡視結果をもとに、排出マナ－の向上に

向けた排出者への指導や、収集のあり方に対する業者指導、ごみステ－ション改善に向けた自治会

等との協議などを進め、ごみステ－ションの環境美化促進を図ります。また、要望の多い集合住宅

のごみステ－ション対策について検討します。 

 

②②②②    委託業務の遂行に向けた指導育成委託業務の遂行に向けた指導育成委託業務の遂行に向けた指導育成委託業務の遂行に向けた指導育成    

確実な即日収集と、ごみステ－ションの環境維持に向けた市民との信頼関係が構築されるよう、

委託業者の指導育成に努めます。 

 

③③③③    生活介助を要する市民への収集支援体制の構築生活介助を要する市民への収集支援体制の構築生活介助を要する市民への収集支援体制の構築生活介助を要する市民への収集支援体制の構築    

超高齢社会の到来により、生活介助を要する高齢者が多くなってくることが予想されるため実態
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把握を行うとともに、福祉関係者等と連携を図りながら、生活介助を要する市民への支援体制のあ

り方について検討します。 

 

④④④④    在宅医療廃棄物の排出方法の徹底在宅医療廃棄物の排出方法の徹底在宅医療廃棄物の排出方法の徹底在宅医療廃棄物の排出方法の徹底    

感染性の高い廃棄物の医療機関での回収と、排出者に対する排出方法の周知徹底を図ります。 

 

⑤⑤⑤⑤    生ごみの分別収集体制の構築生ごみの分別収集体制の構築生ごみの分別収集体制の構築生ごみの分別収集体制の構築    

生ごみの再資源化、再生エネルギ－化に向けて、収集運搬体制の検討を進めます。 
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第第第第 5555 節節節節    中間処理・最終処分計画中間処理・最終処分計画中間処理・最終処分計画中間処理・最終処分計画    

１．計画の目標 

現在ごみの処理施設として、清掃工場２施設、資源化施設１施設、最終処分施設として、埋立場

３施設を有しています。ここでは、再資源化の推進による最終処分量の一層の削減と最終処分場の

延命化を目指す計画を示します。 

 

1) 中間処理計画の目標 

将来のごみ量の変化に対応できる安定した処理体制の整備を目指します。また、中間処理を計画

的に推進するため、次のとおり計画処理量を設定します。 

 

表 3-2-2 計画処理量（大分市）  （単位：ｔ） 

年  度  

区  分 

H27 

（実績） 
H29 H31 H36 

可燃物・不燃物処理量 136,412    

可燃物処理量 129,991    

不燃物処理量 6,421    

焼却量 111,916    

可燃物焼却量 109,721    

破砕後焼却量 2,195    

埋立量 9,861    

焼却後埋立量 7,041    

直接埋立量 760    

破砕後埋立量 2,060    

再資源化量 12,440    

焼却後再資源化量 11,034    

破砕後再資源化量 1,045    

剪定枝等 361    
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表 3-2-3  計画中間処理量（大分市分） （単位：ｔ） 

年  度  

区  分 

H27 

（実績） 
H29 H31 H36 

可燃物処理量 129,991    

不燃物処理量 6,421    

 

 

 

 

 

 

2) 最終処分計画の目標 

安定かつ適正な最終処分を行うことにより、環境への影響を防止することを目標とします。 

また、最終処分場の延命化を図るため、次のとおり最終処分量の削減目標を設定します。なお、

最終処分量の削減目標は、広域を除く大分市分の最終処分量より算定します。 

 

                 最終処分量（埋立量） 

（注）最終処分率 ＝  

      総処理量 

 

表 3-2-4 計画最終処分量（大分市分） （単位：ｔ） 

年  度  

区  分 

H27 

（実績） 
H29 H31 H36 

不燃物処理量 6,421    

埋立量 9,861    

焼却後埋立量 7,041    

直接埋立量 760    

破砕後埋立量 2,060    
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２．目標達成に向けた基本方針 

衛生的で安全・快適な生活環境を保つためには、ごみの減量化の努力をするとともに、一方では、

本市の人口動態に伴うごみ量の変化等を想定し、都市の経済活動の基盤をなす中間処理施設として

のごみ処理施設を計画的かつ効率的に整備し、安定的かつ安心して処理できる体制を整備すること

が重要です。また、焼却残渣の再資源化等、今後の技術の発展を精査しながら、焼却処理後の最終

処分量をなくすシステムを導入できる施設の整備や、環境への負荷を少なくする施設の整備を図る

ことが求められています。 

また、最終処分場の新設等は、用地選定から環境影響調査や用地買収、住民同意の取得、整備計

画などの手続きを経て、建設工事着手から完成までに長期間を要することから、既存処分場をでき

るだけ長く使用し、延命化を図る必要があります。 

したがって、基本目標に掲げる「環境に配慮した適正な処理体制が整備され、衛生的で安全・快

適な生活環境が保たれているまち」の達成に向け、次の３点を基本方針として取り組みます。 

 

◆ 安定した中間処理体制の確保 

◆ 再資源化処理の推進 

◆ 最終処分場の延命化 

    

３．目標達成に向けた具体的施策の展開 

1) 安定した中間処理体制の確保 

①①①①    中間中間中間中間処理施設の計画的な整備処理施設の計画的な整備処理施設の計画的な整備処理施設の計画的な整備    

各工場の定期点検整備等により、ごみ処理施設の適正かつ安定した管理、運営に努めるとともに、

既存施設の老朽化と耐用年数等を慎重に判断するなかで、再資源化施設を併設した新清掃工場の建

設も視野に入れながら、計画的な施設整備の検討を行います。 

・清掃工場を更新する際は１工場体制に向けた検討を行います。 

・清掃工場については、ごみの排出量を勘案し、１工場体制を視野に入れた運転期間を検討し、

必要な整備を行います。  

 

②新環境センターの建設方針②新環境センターの建設方針②新環境センターの建設方針②新環境センターの建設方針    

○新環境センターは、広域的な処理を行うこととし、以下の方針を基本として、検討を行いま

す。 

・生ごみや不燃ごみ等の再資源化施設を併設した施設 

・生活環境の保全に配慮した施設 

・地球温暖化防止対策やエネルギーの創出が可能な施設 

・経済性に優れた施設 

・災害に強く、防災対策機能を備えた施設 

・市民に開かれた施設 等 

 

③広域市との連携③広域市との連携③広域市との連携③広域市との連携    

〇燃やせるごみ等の広域処理と併せて、施設の適正な配置や収集体制等の検討を行います。 
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④④④④新環境センターの建設用地選定方針新環境センターの建設用地選定方針新環境センターの建設用地選定方針新環境センターの建設用地選定方針    

ごみ処理施設の中の「ごみ焼却場」は、都市計画法に掲げられた都市施設に該当することから、

国土交通省から示されている「都市計画運用指針」に基づき行います。 

 

2) 再資源化処理の推進 

①焼却残渣の再資源化①焼却残渣の再資源化①焼却残渣の再資源化①焼却残渣の再資源化    

福宗環境センター清掃工場から排出される焼却灰について、再資源化量の増加に向けた検討を行

います。 

 

②②②②不燃物の再資源化不燃物の再資源化不燃物の再資源化不燃物の再資源化    

リサイクルプラザで破砕・選別処理したアルミやスチールなどの破砕後不燃物の再資源化の推進

に努めます。 

 

3) 最終処分場の延命化 

①①①①    最終処分量最終処分量最終処分量最終処分量のののの減量化等減量化等減量化等減量化等    

新たな処分場の整備については、環境汚染等への不安などから、全国的にみても住民同意や用地

確保などが困難な状況です。そこで、現在の処分量をできるだけ減量化し、既存処分場の延命化を

図る必要があります。 

そのため、次のような方策について検討し、有効な方法を実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○排出抑制及び資源化のより一層の推進（排出抑制計画・再資源化

計画参照）による中間処理量の減量化 

○金属類等の有価物回収の徹底 

○民間処分場の活用（一般廃棄物処理施設の設置許可など） 
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第第第第 6666 節節節節    関連するその他の取組み関連するその他の取組み関連するその他の取組み関連するその他の取組み    

１．計画の目標 

ここでは、衛生的で安全・快適な生活環境の保全とごみ処理の効果的で円滑な推進に関係するそ

の他の施策について示します。 

    

    

２．目標達成に向けた具体的施策の内容 

不適正処理を未然に防止することは、良好な生活環境を維持し、環境への負荷を低減するととも

に、原状回復に必要な経費負担を軽減するためにも重要な課題となります。そのため、ごみの不法

投棄や不適正な処理を未然に防止し、適正なごみ処理を推進するため、監視や指導の充実を図り、

適正処理に関する普及啓発に取り組みます。 

また、効果的で円滑なごみ処理を推進するための処理体制を構築します。 

 

1) 不適正処理防止対策の推進 

①①①①    啓発活動の推進啓発活動の推進啓発活動の推進啓発活動の推進    

不法投棄をなくすためには、市民・事業者の一人ひとりが不法投棄は犯罪であり、良好な生活環

境を保全していくためにも、絶対に許されない行為であることを強く認識することが必要です。 

そのため、６月の「環境月間」や１１月の「不法投棄防止月間」等における啓発活動を進めます。 

 

②②②②    自治会長・クリーン推進員との連携強化自治会長・クリーン推進員との連携強化自治会長・クリーン推進員との連携強化自治会長・クリーン推進員との連携強化    

自治会長・クリーン推進員との連携を図るなか、不法投棄は絶対許さないという地域住民相互の

意識を高め監視の目を強めていくとともに、立て看板の設置や移動式監視カメラの設置、土地管理

者へ防護柵の設置依頼等、地域に即した具体的な防止対策を進めます。 

 

③③③③    大分市廃棄物不法処理防止連絡協議会大分市廃棄物不法処理防止連絡協議会大分市廃棄物不法処理防止連絡協議会大分市廃棄物不法処理防止連絡協議会との連携強化との連携強化との連携強化との連携強化    

大分市、警察署、県土木事務所、県産業廃棄物処理業協会、県環境保全協議会からなる「大分市

廃棄物不法処理防止連絡協議会」を定期的に開催し、情報交換や、それぞれの立場からの不法投棄

防止について協議を進めます。 

 

④④④④    不法投棄監視体制の強化不法投棄監視体制の強化不法投棄監視体制の強化不法投棄監視体制の強化    

不法投棄の未然防止、早期発見のため、不法投棄パトロールの強化、監視カメラの設置及び日本

郵便株式会社と不法投棄防止に関する協定を締結して連携を強化するなど、監視体制の強化を図り

ます。 

 

⑤⑤⑤⑤    不法投棄廃棄物への対応不法投棄廃棄物への対応不法投棄廃棄物への対応不法投棄廃棄物への対応    

不法投棄を発見した場合、原因者を特定し、原状回復の指導に努めるとともに、悪質な行為に対

しては、警察等関係機関と連携し、告発も視野に入れた厳しい対応を行います。 

原因者が判明せず、水質汚濁等、市民の生活環境の保全上支障が生ずる恐れがある場合は、土地

の管理者や排出者に対して必要な措置を命じ、必要に応じて行政代執行により撤去します。 
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また、土地の管理者には、看板等を設置するなど、不法投棄を防ぐ措置を講ずるよう指導します。 

 

⑥⑥⑥⑥    搬入禁止物に対する指導の強化搬入禁止物に対する指導の強化搬入禁止物に対する指導の強化搬入禁止物に対する指導の強化    

機密文書等を除くリサイクル可能な紙類は、平成１７年８月から搬入禁止としており、平成１９

年４月からは機密文書についても搬入禁止としました。 

また、事業所から排出される一般廃棄物と併せて受入れをしてきた一部の産業廃棄物（あわせ産

業廃棄物）の搬入についても、平成１９年４月から禁止としました。 

しかしながら、搬入されるごみの中には搬入禁止物が多く見受けられることから、適切なごみの

受入れを行なうために、搬入ごみの検査･指導を強化していきます。 

 

⑦⑦⑦⑦    野外焼却の防止野外焼却の防止野外焼却の防止野外焼却の防止    

野外焼却の防止と廃棄物の適正処理に関する普及啓発を進めるとともに、監視や指導の充実を図

ります。 

また、「焼却禁止の例外」による焼却であっても、ダイオキシン類などの有害物質が発生するお

それや、焼却に伴う煙や悪臭が苦情の原因となることから、焼却の自粛について市民や事業者の理

解を求めます。 

 

2) 産業廃棄物の適正処理の推進 

産業廃棄物の適正な処理を推進するためには、産業廃棄物の排出抑制及び減量化、再生利用を促

進することで、最終処分量の削減を図るとともに、産業廃棄物の量と質に応じて、産業廃棄物処理

施設を安定的に確保していく必要があります。 

また、産業廃棄物や産業廃棄物処理施設に対する周辺住民の不安感や不信感を除去するためには、

監視指導等による産業廃棄物の適正な処理の確保が必要不可欠です。 

そのため、「大分市産業廃棄物適正処理指導計画」に基づき、市民の生活環境を保全するととも

に循環型社会の形成を図るため、産業廃棄物の減量化、再生利用の促進と適正処理の確保に関する

施策を推進します。 

 

3) 災害廃棄物対策 

災害廃棄物については、別途、策定した「大分市災害廃棄物処理計画」に基づき、適切かつ迅速

に対応します。 

この計画は、大分市において今後発生が予想される地震災害、水害及びその他の自然災害による

被害を抑止・軽減するための災害予防、さらに災害廃棄物（避難所ごみ等を含む）の処理を適正か

つ迅速に行うための応急対策、復旧・復興対策について、必要事項等を整理したもので、各主体の

役割は、下図に示すとおりです。 

なお、市では、災害廃棄物処理に係る事前の備えとして、災害時における一般廃棄物処理施設の

設置に関する特例※など改正法の制度を活用するため、できるだけ早い時期に大分県との事前協議

や関係する市の条例改正等に着手します。 

 

※ 市町村による非常災害に係る一般廃棄物処理施設の届出の特例、及び非常災害時における市町村から委託を

受けた者の一般廃棄物処理施設の設置届に係る特例 
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図 3-2-  各主体の役割 

 

 

4) 広域処理体制の確立 

①①①①    ごみ処理広域化に伴うごみ搬入対策ごみ処理広域化に伴うごみ搬入対策ごみ処理広域化に伴うごみ搬入対策ごみ処理広域化に伴うごみ搬入対策    

大分県ごみ処理広域化計画に基づき、大分ブロック（大分市・由布市・臼杵市・竹田市）による

可燃物処理施設として、福宗環境センター清掃工場と佐野清掃センター清掃工場が稼動しています。

４市では収集形態や分別方法に差異がありましたが、本市が平成１９年度から開始した１２分別収

集に合わせて搬入についての調整を行いました。この搬入基準について関係市への周知徹底を行い、

定着化を図っています。また、搬入基準の見直しの際は、ごみ減量・リサイクルについても統一的

な取組みができるよう協議を進めます。 

 

②②②②    効果的な広域処理の調査・分効果的な広域処理の調査・分効果的な広域処理の調査・分効果的な広域処理の調査・分析析析析    

ごみの発生抑制や減量化、リサイクルの観点から、ごみの種類、性状、量及び処理方法、さらに、

ごみの分別内容や収集運搬方法を含めた内容について広域処理の必要性、問題点、事業効果等の調

査・分析を進めます。 

 

５) 拡大生産者責任体制の確立 

「大量生産・大量消費・大量廃棄」による社会経済活動の在り方を見直し、環境への負荷が低減

される循環型社会の実現を目指すため施行された「循環型社会形成推進基本法」には、事業者は、

製造する製品の耐久性の向上、設計の工夫、材質や成分の表示等の措置をすることや製品等が循環

資源となったものを引き取り、もしくは引き渡し、また適正に循環的な利用等を行う責務を有する

①都道府県間の①都道府県間の①都道府県間の①都道府県間の

相互協力体制相互協力体制相互協力体制相互協力体制

（都道府県・市町村間（都道府県・市町村間（都道府県・市町村間（都道府県・市町村間

による相互協力体制による相互協力体制による相互協力体制による相互協力体制

受援

国（環境省）

被災都道府県

廃棄物事業者団体

建設事業者団体 等

廃棄物事業

建設事業者 等

被災市町村

大分市（受援時）大分市（受援時）大分市（受援時）大分市（受援時）

連絡

調整

連絡

調整

要請／支援

（協定等による）

情報収集

指導・助言

被災していない都道府県内市町村

報告

連
絡
調

整

③廃棄物関係団体③廃棄物関係団体③廃棄物関係団体③廃棄物関係団体

との協力体制との協力体制との協力体制との協力体制

②都道府県内の市町村に②都道府県内の市町村に②都道府県内の市町村に②都道府県内の市町村に

おける相互協力体制おける相互協力体制おける相互協力体制おける相互協力体制

支援

大分市（他県支援時）大分市（他県支援時）大分市（他県支援時）大分市（他県支援時）

支援市町村 廃棄物事業者団体

建設事業者団体 等

廃棄物事業

建設事業者 等

連絡

調整

連絡

調整

支援都道府県

連絡

調整

災害支援協定に

基づく支援、プッ

シュ型支援等

連絡調整

連絡調整

情報収集

指導・助言
報告 支援

支援

要請

支援 支援要請

大分市（被災した大分県内市町村大分市（被災した大分県内市町村大分市（被災した大分県内市町村大分市（被災した大分県内市町村

を大分市が支援する場合）を大分市が支援する場合）を大分市が支援する場合）を大分市が支援する場合）
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とする、いわゆる｢拡大生産者責任｣が理念的に定められています。 

今後は、他の自治体等と連携し、各種リサイクル関連法等において実効性のある拡大生産者責任

制度が導入されるよう、国に対して強く求めていきます。 

 

6) 日本一きれいなまちづくりの推進 

日本一きれいなまちを目指して、「きれいにしょうえおおいた推進事業」の実施と「大分市ポイ

捨て等の防止に関する条例」を制定して、市民、事業者と行政が一体となって清潔で美しいまちづ

くりを推進しています。 

さらに、市民、事業者がボランティアで行う清掃活動やポイ捨て防止、不法投棄監視パトロール

活動等の「きれいにしょうえおおいた推進事業」が、効果的で実行性のある取組みとなるよう支援

を行います。 
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第４章第４章第４章第４章    生活排水処理基本計画生活排水処理基本計画生活排水処理基本計画生活排水処理基本計画    

第１節第１節第１節第１節    生活排水処理の現状と課題生活排水処理の現状と課題生活排水処理の現状と課題生活排水処理の現状と課題    

 

１．生活排水処理の現状 

(１) 生活排水の処理体系 

 生活排水は、人が日常生活を送る過程で発生する汚水であり、大きく分けて「し尿」と「生活雑

排水（台所・洗濯・浴室等からの排水）」からなり、し尿はさらに便所の型式によって、「汲み取り

し尿」と「水洗便所排水」に大別されます。 

 本市における生活排水処理は、「公共下水道」、「農業集落排水施設」、「浄化槽（合併処理浄化槽）」、

「みなし浄化槽（単独処理浄化槽）」及び「し尿処理施設」で行われています。 

 また、し尿処理施設（大洲園処理場、由布大分環境衛生組合）では、汲み取りし尿のほかに、浄

化槽および農業集落排水施設から排出される汚泥（以下「浄化槽汚泥」という。）を処理しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     （備考）１ 浄化槽：合併処理浄化槽 

          ２ みなし浄化槽：単独処理浄化槽・・・浄化槽法の改正（平成 13 年 4 月 1 日施行）により、新設が原則禁止 

 

図４-1-１ 生活排水の処理体系（旧大分地区、佐賀関地区） 

  

生活雑排水

処理水

処理水

内稙田地区

（し尿・生活雑排水）

処理水

処理水

処理水

処理水

（収集）

河

川

等

公

共

用

水

域

水資源再生センター

（下水処理施設）

汚泥

汚泥

汚泥

（収集）

生生生生

　　　　

　　　　

活活活活

　　　　

　　　　

排排排排

　　　　

　　　　

水水水水

生

活

雑

排

水

し

尿

汲

み

取

り

水

洗

農業集落排水施設

浄化槽

みなし浄化槽

大洲園処理場

（し尿処理施設）

公共下水道



                              第４章 生活排水処理基本計画  

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４-1-２ 生活排水の処理体系（野津原地区） 

 

 

 

(２) 生活排水処理形態別人口の推移 

 生活排水の処理形態別人口の推移をみると、し尿と生活雑排水を合わせて処理する人口（以下「汚

水処理人口」という。）は、公共下水道や農業集落排水施設、浄化槽の普及によって年々増加してお

り、生活雑排水が未処理となっている人口（みなし浄化槽人口、非水洗化人口）は減少しています。 

 

表４-1-１ 生活排水処理形態別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （備考）１  行政人口：住民基本台帳の人口（H23 は外国人登録人口を含まず、H24 以降は外国人登録人口を含む） 

       ２  汚水処理人口普及率＝（公共下水道処理人口＋農業集落排水施設処理人口＋浄化槽処理人口）／行政人口 

  

生活雑排水

処理水
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処理水

（収集）
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生生生生

　　　　

　　　　

活活活活
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水水水水
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公
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水

域
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水
浄化槽

汚泥

水

洗

みなし浄化槽

汚泥

汲

み

取

り

（収集）

由布大分環境衛生組合

し尿処理施設

 年 度　 H23 H24 H25 H26 H27

　区　分

 １．行政人口 （人） 472,942 476,723 477,640 477,853 478,241

 ２．汚水処理人口 （人） 354,463 362,371 368,382 375,028 380,618

 （１） 浄化槽 （人） 75,184 78,510 80,354 82,562 82,921

 （２） 公共下水道 （人） 277,227 281,919 286,096 290,567 295,828

 （３） 農業集落排水施設 （人） 2,052 1,942 1,932 1,899 1,869

 ３．水洗化・生活雑排水未処理人口

（みなし浄化槽）

 ４．非水洗化人口 （人） 12,700 12,233 11,332 10,401 10,003

 （１） し尿収集人口 （人） 12,700 12,233 11,332 10,401 10,003

汚水処理人口普及率 （％） 74.9 76.0 77.1 78.5 79.6

92,424 87,620（人） 105,779 102,119 97,926
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(３) し尿・浄化槽汚泥の処理状況 

 生活排水のうち、し尿及び浄化槽汚泥については収集・運搬し、し尿処理施設で処理が行われて

います。ここでは、し尿・浄化槽汚泥の処理体制や処理状況について整理します。 

 

  １) し尿・浄化槽汚泥の処理体制 

 収集・運搬は、旧大分地区のし尿収集が市直営と市が許可した収集運搬業者（以下「許可業者」

という。）により実施されており、そのほかは許可業者により実施されています。なお、野津原

地区については、由布大分環境衛生組合の許可業者が収集しています。 

 中間処理及び最終処分は、旧大分地区、佐賀関地区については大分市が、野津原地区について

は由布大分環境衛生組合が、それぞれ主体となって実施しています。 

 

表４-1-2 し尿・浄化槽汚泥処理の実施主体 

区分 実施主体 体制 

収集・運搬 

旧大分地区 し尿 大分市 市直営、許可業者 

浄化槽汚泥 大分市 許可業者 

佐賀関地区 し尿 大分市 許可業者 

浄化槽汚泥 大分市 許可業者 

野津原地区 し尿 由布大分環境衛生

組合 

許可業者 

浄化槽汚泥 許可業者 

中間処理 

最終処分 

旧大分地区 
大分市 直営 

佐賀関地区 

野津原地区 由布大分環境衛生

組合 
直営 

       （備考）平成 27 年度末現在 

 

 

  ２) し尿・浄化槽汚泥処理の状況 

 市内で収集されたし尿・浄化槽汚泥量（農業集落排水施設からの汚泥を含む）は、次のとおり

であり、平成 27 年度で 119,072kL（１日平均：325kL）となっています。下水道の普及に

より、減少傾向で推移しています。 

 

  



                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      （備考）１

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．生活排水処理の課題

 本市の生活排水対策は、公共下水道や農業集落排水施設の整備、浄化槽の普及促進を図ることに

より進めています。その中心となっている公共下水道は、処理人口普及率で

度末）と全国平均の

向けては、引き続き最重点施策の一つとして取り組んでいく必要があります。

 また、公共下水道等の整備区域においては接続率の向上に努め、整備計画区域外においては生活

排水処理対策として浄化槽の普及促進を図る必要があります。

 

　区　分

 し尿

 浄化槽汚泥

 合計

 １人１日

 平均排出量

                

（備考）１  浄化槽汚泥には、農業集落排水施設（吉野地区、市尾地区）からの汚泥を含む。

           ２  浄化槽汚泥の１人１日平均排出量は、公共下水道に接続している内稙田地区農集人口を除いて算出。

        ３  四捨五入により、合計値が一致しない場合がある。

２．生活排水処理の課題

本市の生活排水対策は、公共下水道や農業集落排水施設の整備、浄化槽の普及促進を図ることに

より進めています。その中心となっている公共下水道は、処理人口普及率で

度末）と全国平均の

向けては、引き続き最重点施策の一つとして取り組んでいく必要があります。

また、公共下水道等の整備区域においては接続率の向上に努め、整備計画区域外においては生活

排水処理対策として浄化槽の普及促進を図る必要があります。

 

　区　分

 し尿  年間

 １日平均

 浄化槽汚泥  年間

 １日平均

 合計  年間

 １日平均

 １人１日  し尿

 平均排出量  浄化槽汚泥

                

浄化槽汚泥には、農業集落排水施設（吉野地区、市尾地区）からの汚泥を含む。

浄化槽汚泥の１人１日平均排出量は、公共下水道に接続している内稙田地区農集人口を除いて算出。

四捨五入により、合計値が一致しない場合がある。

図４

２．生活排水処理の課題 

本市の生活排水対策は、公共下水道や農業集落排水施設の整備、浄化槽の普及促進を図ることに

より進めています。その中心となっている公共下水道は、処理人口普及率で

度末）と全国平均の 77.8％（平成

向けては、引き続き最重点施策の一つとして取り組んでいく必要があります。

また、公共下水道等の整備区域においては接続率の向上に努め、整備計画区域外においては生活

排水処理対策として浄化槽の普及促進を図る必要があります。

  

 年間

 １日平均

 年間

 １日平均

 年間

 １日平均

 し尿

 浄化槽汚泥

                             

表４-1-3 

浄化槽汚泥には、農業集落排水施設（吉野地区、市尾地区）からの汚泥を含む。

浄化槽汚泥の１人１日平均排出量は、公共下水道に接続している内稙田地区農集人口を除いて算出。

四捨五入により、合計値が一致しない場合がある。

図４-1-3 し尿・浄化槽汚泥の収集実績

本市の生活排水対策は、公共下水道や農業集落排水施設の整備、浄化槽の普及促進を図ることに

より進めています。その中心となっている公共下水道は、処理人口普及率で

％（平成 27 年度末）

向けては、引き続き最重点施策の一つとして取り組んでいく必要があります。

また、公共下水道等の整備区域においては接続率の向上に努め、整備計画区域外においては生活

排水処理対策として浄化槽の普及促進を図る必要があります。

年 度　

（kL/年）

（kL/日）

（kL/年）

（kL/日）

（kL/年）

（kL/日）

（L/人･日）

（L/人･日）
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 し尿・浄化槽汚泥の収集実績

浄化槽汚泥には、農業集落排水施設（吉野地区、市尾地区）からの汚泥を含む。

浄化槽汚泥の１人１日平均排出量は、公共下水道に接続している内稙田地区農集人口を除いて算出。

四捨五入により、合計値が一致しない場合がある。 

し尿・浄化槽汚泥の収集実績

本市の生活排水対策は、公共下水道や農業集落排水施設の整備、浄化槽の普及促進を図ることに

より進めています。その中心となっている公共下水道は、処理人口普及率で

年度末）に比べて立ち後れている状況であり、その普及に

向けては、引き続き最重点施策の一つとして取り組んでいく必要があります。

また、公共下水道等の整備区域においては接続率の向上に努め、整備計画区域外においては生活

排水処理対策として浄化槽の普及促進を図る必要があります。

H23

17,008

46

109,145

298

126,153

345

3.29

1.41

             

し尿・浄化槽汚泥の収集実績

浄化槽汚泥には、農業集落排水施設（吉野地区、市尾地区）からの汚泥を含む。

浄化槽汚泥の１人１日平均排出量は、公共下水道に接続している内稙田地区農集人口を除いて算出。

し尿・浄化槽汚泥の収集実績

本市の生活排水対策は、公共下水道や農業集落排水施設の整備、浄化槽の普及促進を図ることに

より進めています。その中心となっている公共下水道は、処理人口普及率で

に比べて立ち後れている状況であり、その普及に

向けては、引き続き最重点施策の一つとして取り組んでいく必要があります。

また、公共下水道等の整備区域においては接続率の向上に努め、整備計画区域外においては生活

排水処理対策として浄化槽の普及促進を図る必要があります。 

H24

16,211

44

106,778

293

122,989

337

3.27

1.38

             第４章 生活排水処理基本計画

し尿・浄化槽汚泥の収集実績 

浄化槽汚泥には、農業集落排水施設（吉野地区、市尾地区）からの汚泥を含む。 

浄化槽汚泥の１人１日平均排出量は、公共下水道に接続している内稙田地区農集人口を除いて算出。

し尿・浄化槽汚泥の収集実績 

本市の生活排水対策は、公共下水道や農業集落排水施設の整備、浄化槽の普及促進を図ることに

より進めています。その中心となっている公共下水道は、処理人口普及率で

に比べて立ち後れている状況であり、その普及に

向けては、引き続き最重点施策の一つとして取り組んでいく必要があります。

また、公共下水道等の整備区域においては接続率の向上に努め、整備計画区域外においては生活

 

H25

15,193

42

105,343

289

120,536

330

3.31

1.38

生活排水処理基本計画

浄化槽汚泥の１人１日平均排出量は、公共下水道に接続している内稙田地区農集人口を除いて算出。 

本市の生活排水対策は、公共下水道や農業集落排水施設の整備、浄化槽の普及促進を図ることに

より進めています。その中心となっている公共下水道は、処理人口普及率で 61.9％（平成

に比べて立ち後れている状況であり、その普及に

向けては、引き続き最重点施策の一つとして取り組んでいく必要があります。 

また、公共下水道等の整備区域においては接続率の向上に努め、整備計画区域外においては生活

H26

14,864

41

103,030

282

117,894

323

3.52

1.36

生活排水処理基本計画 

本市の生活排水対策は、公共下水道や農業集落排水施設の整備、浄化槽の普及促進を図ることに

％（平成 27 年

に比べて立ち後れている状況であり、その普及に

また、公共下水道等の整備区域においては接続率の向上に努め、整備計画区域外においては生活

H27

14,057

38

105,015

287

119,072

325

3.45

1.40
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第２節第２節第２節第２節    計画の基本的事項計画の基本的事項計画の基本的事項計画の基本的事項    

 

１．生活排水処理の基本理念 

 本市における公共用水域の状況は、下水道をはじめとした生活排水対策事業の継続により、河川・

海域の全ての水域で環境基準を達成していますが、今後も継続して水質保全に取り組まなければな

りません。そのための理念を次のように定めます。 

 

 

生活排水処理に係る理念 

 生活排水処理の重要性を認識し、生活排水処理施設の一層の整備推進に努めるとともに、

啓発活動等を通じて各家庭からの発生源対策をより一層充実させることにより、公共用水域

の水質環境のさらなる向上と身近な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

２．生活排水処理施設整備の基本方針 

 本市における生活排水処理の適正化に向けての施設整備の基本方針は、次のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 公共下水道については、市街化区域を中心に、投資効果を踏まえた計画的、効率的な整

備を進めます。また、整備区域においては普及啓発に努め、接続率の向上を図ります。 

 公共下水道等の整備計画区域外においては、浄化槽の普及促進を図ります。 

 し尿処理施設については、既存施設の改良・整備により長寿命化を図るとともに、適正

管理と機能維持に努めます。 
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第３節第３節第３節第３節    生活排水処理計画生活排水処理計画生活排水処理計画生活排水処理計画    

 

１．生活排水の処理主体 

 本市における生活排水（処理施設の種類ごと）の処理主体は、次のとおりとなります。 

 

表４-２-１ 生活排水の処理主体 

処理施設の種類 
処理対象となる 

生活排水の種類 
処理主体 

公共下水道 し尿、生活雑排水 大分市 

農業集落排水施設 し尿、生活雑排水 大分市 

浄化槽 し尿、生活雑排水 個人等 

みなし浄化槽 し尿 個人等 

し尿処理施設 
し尿 

浄化槽汚泥※ 

大分市 

由布大分環境衛生組合 

        ※浄化槽汚泥には農業集落排水施設からの汚泥を含む 

 

 

(２) 生活排水処理の目標 

 今後は、将来の市街化の状況や地勢を考慮し、費用対効果を踏まえて計画的、効率的に公共下水

道を整備し、また、公共下水道等の整備計画区域外においては浄化槽の普及を促進することにより

生活排水処理の一層の推進を図るものとし、計画目標年次における生活排水処理の目標を次のよう

に設定します。 

 

表４-２-２ 生活排水処理の目標 

区分 

項目 

現状 目標値 

平成 27 年度 平成 31 年度 平成 36 年度 

汚水処理人口普及率※ 79.6 ％ 83.5 ％ 89.4 ％ 

        ※汚水処理人口普及率＝（公共下水道処理人口＋農業集落排水施設処理人口＋浄化槽処理人口）／行政人口 
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第４節第４節第４節第４節    し尿・汚泥の処理計画し尿・汚泥の処理計画し尿・汚泥の処理計画し尿・汚泥の処理計画    

  

１．計画処理区域 

計画処理区域は、大分市内のし尿・浄化槽汚泥収集区域の全域とします。 

 

 

２．処理主体 

 計画処理区域で収集されるし尿・浄化槽汚泥（農業集落排水施設からの汚泥を含む）の処理主体

については次のとおり、現在の体制を継続していくことを基本とします。 

 

表４-２-３ し尿・浄化槽汚泥の処理主体 

区分 実施主体 

収集・運搬 

旧大分地区 し尿 大分市（市直営、許可業者） 

浄化槽汚泥 大分市（許可業者） 

佐賀関地区 し尿 大分市（許可業者） 

浄化槽汚泥 大分市（許可業者） 

野津原地区 し尿 
由布大分環境衛生組合（許可業者） 

浄化槽汚泥 

中間処理 

最終処分 

旧大分地区、佐賀関地区 大分市 

野津原地区 由布大分環境衛生組合 

 

 

３．収集運搬計画 

  (１) 基本方針 

 し尿・浄化槽汚泥の収集運搬業務は、市民の清潔で快適な生活環境を維持するうえで、なくて

はならない重要な行政サービスです。また、し尿処理において収集運搬業務は、最も処理費用を

要する部門でもあります。今後は、公共下水道の普及に伴い、し尿・浄化槽汚泥収集量の減少が

見込まれますが、それらを勘案したうえで、効率的な収集体制の整備に努めることとします。 

 

  (２) 収集運搬の現況 

 し尿については、市直営と許可業者が原則として毎月１回の定期収集を実施しており、各々の

収集エリアは完全地域割としています。浄化槽汚泥については、浄化槽管理者が浄化槽を清掃す

る際に、許可業者により収集されています。 

 野津原地区は、し尿、浄化槽汚泥いずれも由布大分環境衛生組合の許可業者が収集運搬を行っ

ています。 

 

  (３) し尿処理手数料 

 「大分市廃棄物の減量及び適正処理棟に関する条例」第 25条に基づき、し尿の処理手数料を

徴収しています。現在の処理手数料は次のとおりです。 
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表４-２-４ し尿の処理手数料 

区分 手数料 

し尿 定額制によるもの 世帯員１人つき 月額 ３２０円 

汲み取り回数が１月に１回を超える場合は、 

その超える回数 １回につき 640 円 

従量制によるもの 18 リットルにつき 160 円 

         （備考）１ し尿の手数料で定額制によるものは、一般世帯（次項に掲げるものを除く。）とする。 

              ２ し尿の手数料で従量制によるものは、飲食店、官公署、事業所その他これらに類するもの並びに一般世帯 

               のうち次の各号のいずれかに該当する便槽を有する世帯とする。 

               (1) 不定期又は臨時の汲み取りを必要とする便槽 

               (2) 居住者以外の者が居住者と共用する便槽 

               (3) 雨水、洗水の流入、湧水等により、汲み取り量が世帯人員に比して著しく多い便槽 

               (4) 構造上、水を使用する形式の便槽 

               (5) その他市長が必要と認める便槽 

 

  (４) 収集運搬計画 

 し尿・浄化槽汚泥の収集運搬については、現状の体制で行っていくこととします。なお、許可

業者については、今後は収集量の減少が見込まれ、現在の許可業者で今後の対応も十分に可能で

あるため、原則として既存の業者で収集運搬を行うこととします。 

 

  (５) 収集運搬機材及び今後の整備計画 

 し尿の収集運搬は、将来的にし尿量の大幅な減少が見込まれますが、毎月１回の収集頻度を確

保するとともに、収集区域の縮小と収集量の減少を十分に勘案し、必要車両台数を調整すること

とします。 

 浄化槽汚泥については、発生量の動向を見極めながら、法令によって定められた汚泥の引き抜

き清掃回数を勘案し、安定的に収集運搬業務が遂行できる車両台数を確保するよう、許可業者に

指導するものとします。 

 

表４-２-５ し尿・浄化槽汚泥の収集運搬量の見込み（推計） 

区分 

項目 

実績 推計値 

平成 27 年度 平成 31 年度 平成 36 年度 

し尿 年間    （kL/年） 14,057      

１日平均 （kL/日） 38      

浄化槽汚泥 年間    （kL/年） 105,015      

１日平均 （kL/日） 287      

合計 年間    （kL/年） 119,072      

１日平均 （kL/日） 325      

       （備考）１ 浄化槽汚泥には農業集落排水施設（吉野地区、市尾地区）からの汚泥を含む。 

            ２ 野津原地区分を含む。 
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４．中間処理・最終処分計画 

  (１) 基本方針 

 し尿・浄化槽汚泥の中間処理は、今後、下水道整備の進展に伴い、処理量としては縮小してい

くことが予想されるものの、アメニティ豊かな都市環境整備には必要不可欠な事項であり、他の

生活排水処理施設とあわせて、中間処理施設の適正な整備を図っておくことが必要です。 

 また、中間処理施設は、都市施設としての位置付けからも、円滑な都市活動と良好な都市環境

の保持に努めるため、その機能が十分に発揮されなければなりません。 

 したがって、他の生活排水処理施設との整合に留意し、効率的な処理体制の確立に努めるとと

もに、今後のし尿・浄化槽汚泥量の動向にも対応した適正な中間処理施設の整備を推進します。 

 

  (２) 処理・処分の現況 

 旧大分地区、佐賀関地区で収集されるし尿・浄化槽汚泥は、大洲園処理場で処理を行い、処理

水は井戸水で希釈し水質調整を行った後、公共下水道へ放流しています。また、処理の過程で発

生する脱水汚泥や残渣物については清掃工場に搬出し焼却処理を行っています。 

 一方、野津原地区で収集されるし尿・浄化槽汚泥は、由布大分環境衛生組合が管理するし尿処

理施設（由布大分環境衛生センター）で処理を行っています。 

 

  (３) 中間処理・最終処分計画 

 収集される、し尿・浄化槽汚泥については、現状の体制で処理・処分を行っていくこととしま

すが、由布大分環境衛生組合が管理するし尿処理施設が老朽化していることから、施設整備を検

討する必要があります。 
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第５節第５節第５節第５節    関連するその他の取組み関連するその他の取組み関連するその他の取組み関連するその他の取組み    

 生活環境の改善及び水環境への汚濁負荷量を削減するため、市報やホームページ等を活用して、

広報・啓発活動の強化を図ります。 

 

 ○ 市民意識の向上を図るための取組み 

  ・各種説明会、講習会での広報活動 

  ・下水道の日、浄化槽の日キャンペーン・環境展等での街頭啓発活動 

  ・学校教育における環境教育の実施 

 

 ○ 家庭における発生源対策の推進 

  ・三角コーナーネット、拭取紙等の排出抑制用品の普及 

  ・無リン洗剤、せっけんの使用啓発 

 

 ○ その他の取組み 

  ・公共下水道の整備区域において戸別訪問による接続依頼 

  ・みなし浄化槽や汲み取り便槽から浄化槽への転換の周知・啓発 

  ・浄化槽の適正な維持管理（保守点検、清掃、法定検査受検）の徹底に向けての周知・啓発 
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．ごみ排出量及び処理状況
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針における「一般廃棄物の排出量」（計画収集量、直接搬入量、集団回収量の合計）と同一の定
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及び処理状況
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日当たりごみ排出量の推移は、図

ごみ総排出量は、家庭ごみ（資源物含む）、事業系ごみ、集団回収量他の合計で、国の基本方
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ごみ総排出量は、家庭ごみ（資源物含む）、事業系ごみ、集団回収量他の合計で、国の基本方
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図 

 3 1 人 1 日当たりごみ排出量の推移（全国、大分県との比較）

                             

2 生活系ごみ、事業系ごみ排出量の推移

日当たりごみ排出量の推移（全国、大分県との比較）

                             

資料－2

生活系ごみ、事業系ごみ排出量の推移

日当たりごみ排出量の推移（全国、大分県との比較）
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生活系ごみ、事業系ごみ排出量の推移
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 (2) 

 本市のごみ排出量（家庭ごみ、事業系ごみの合計）の推移は、図

ごみ排出量（総処理量）は、現行計画の数値目標（平成

日当たり
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家庭ごみ（資源物含む）は、平成

から一旦減少し、その後は増減を繰り返しつつも増加の傾向にありましたが、平成

に家庭ごみ有料化制度を導入したことで、平成

一方、事業系ごみは、平成

大きく減少したものの、その後横ばいで推移し、平成

の状態が続いています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

(2) ごみ排出量（総処理量）

本市のごみ排出量（家庭ごみ、事業系ごみの合計）の推移は、図
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一方、事業系ごみは、平成

大きく減少したものの、その後横ばいで推移し、平成

の状態が続いています。
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図 4 ごみ排出量（総処理量）の推移
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本市のごみ排出量（家庭ごみ、事業系ごみの合計）の推移は、図
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本市のごみ排出量（家庭ごみ、事業系ごみの合計）の推移は、図

ごみ排出量（総処理量）は、現行計画の数値目標（平成 29

35％以上）に位置付けられており、平成
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平均値 0.013 平均値

・１号炉 0.016 ・１号炉

・２号炉 0.02 ・２号炉

・３号炉 0.0032 ・３号炉

ng－TEQ／m
3
N ng－TEQ／m

3
N

既存施設（排ガス高度処理施設へ改造した場合） 1 ng－TEQ／m
3
N以下

新設施設（既存施設を建替した場合） 0.1 ng－TEQ／m
3
N以下

３炉平均 0.094 ３炉平均

（固化飛灰中） ng－TEQ／g－dry （飛灰中） ng－TEQ／g－dry

維持管理基準

（排ガス中）

参考項目
0.99

名　称名　称名　称名　称 福宗環境センター（清掃工場）福宗環境センター（清掃工場）福宗環境センター（清掃工場）福宗環境センター（清掃工場） 佐野清掃センター（清掃工場）佐野清掃センター（清掃工場）佐野清掃センター（清掃工場）佐野清掃センター（清掃工場）

測定結果

（排ガス中）

0.00028

0.000061

0.00000025

0.00077

 

1-2 中間処理の状況 

(1) 焼却処理 

焼却施設の概要及び施設におけるダイオキシン類測定結果は表 1～2 に、焼却量の推移につい

ては、図 9 に示すとおりです。 

本市は、ダイオキシン類等の総量削減など公害防止を図るとともに、未利用エネルギーの有効

活用やごみ処理施設の効率的な運用等を図るため、由布市、竹田市、臼杵市の 3 市と連携して、

燃やせるごみの広域処理を行っています。 

焼却施設では、家庭及び事業系の燃やせるごみと、燃やせないごみを破砕・選別処理した後に

出る可燃性残渣（破砕後焼却）を処理対象としています。 

焼却量（大分市分）の推移をみると、平成 19 年度以降は横ばい状態で推移し、平成 23 年度

以降は増加する傾向にありましたが、家庭ごみ有料化制度の導入によって、平成 27 年度は減少

に転じています。 

 

表 1 焼却施設の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2 焼却施設のダイオキシン類測定結果（平成 27 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所在地 大分市大字福宗618番地 大分市大字佐野3400番地の10

稼働開始 平成９年４月 平成１５年４月

炉形式 全連続燃焼式焼却炉 全連続燃焼式焼却炉

（ストーカ炉） （シャフト炉式ガス化溶融炉）

処理能力 438ｔ／24ｈ 387ｔ／24ｈ

（146ｔ／24ｈ×３炉） （129ｔ／24ｈ×３炉）

発電能力 6,000kW 9,500kW

　自家使用量　2,300kW 　自家使用量　6,032kW

　売　電　量　3,700kW 　売　電　量　3,468kW

余熱利用 場内：冷暖房、給湯 場内：冷暖房、給湯

場外：佐野植物公園（温水供給）

名　称名　称名　称名　称 福宗環境センター（清掃工場）福宗環境センター（清掃工場）福宗環境センター（清掃工場）福宗環境センター（清掃工場） 佐野清掃センター（清掃工場）佐野清掃センター（清掃工場）佐野清掃センター（清掃工場）佐野清掃センター（清掃工場）



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①

福宗環境センター及び佐野清掃センター清掃工場では、焼却によって発生する熱を積極的に利

用した高効率の発電設備を設置しており、工場内の冷暖房・給湯設備に利用するほか、余剰電力

を電力会社に売電しています。さらに、佐野清掃センターでは、隣接する佐野植物園に温水供給

を行っています。

両施設での発電電力量の推移は、図
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両施設における売電電力量及び売電収入額の推移は、図
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(2) 

リサイクルプラザ（資源化施設）の概要及び破砕処理量の推移は、表

です。

リサイクルプラザでは、由布市との広域処理を行っており、家庭及び事業系の燃やせないごみ

のほか、資源物、大型・一時的多量ごみ、危険物・有害物等を処理対象としています。

燃やせないごみや大型・一時的多量ごみは破砕処理した後、可燃物（破砕後焼却）、不燃物（破

砕後埋立）、スチール・アルミ等（破砕後資源化）に選別し、危険物・有害物等は選別後保管、

資源物は選別後、種類ごとに圧縮・梱包・保管を行っています。

破砕処理量（大分市分）の推移をみると、平成

止後は、平成

減少しています。

 

 

 

 

 

 

            

② 売電電力量の推移
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不燃物

缶・びん・ペットボトル

プラスチック製容器包装
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資源物

処

理

方

式

所在地

稼働開始

処理能力

表 3 
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大分市大字福宗618番地

平成１９年４月

166ｔ／10h

121ｔ／日

 25ｔ／日

 20ｔ／日
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福宗環境センター　リサイクルプラザ福宗環境センター　リサイクルプラザ福宗環境センター　リサイクルプラザ福宗環境センター　リサイクルプラザ

リサイクルプラザの概要 

12 破砕処理量の推移
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１-3 再資源化の状況  

(1) 収集前の資源化、直接資源化等の取組み 

本市におけるごみ減量・リサイクル推進事業の主な取組みは、表 4 に示すとおりです。 

 

表 4 ごみ減量・リサイクル推進事業 

主体主体主体主体    事事事事    業業業業    概概概概    要【平成要【平成要【平成要【平成 27272727 年度現在】年度現在】年度現在】年度現在】    

市  民 生ごみ処理容器等による

減量化促進事業 

家庭から排出する生ごみの減量化・リサイクルの推進 

①生ごみ処理容器貸与事業 

②生ごみ処理機器購入補助事業 

③生ごみのコミュニティ回収事業 

④段ボールコンボスト普及啓発事業 

「有価物集団回収運動」

促進事業 

市民参加によるリサイクル運動の促進 

【報奨金制度】定額制に従量制を取り入れた制度 

【回収品目】「紙・布」「廃食用油」 

資源物回収事業 「容器包装リサイクル法」に基づく分別収集 

①「缶・びん・ペットボトル」回収事業 

②「新聞紙」「その他紙類」「布類」回収事業 

③プラスチック製容器包装（資源プラ）回収事業 

牛乳パック回収事業 福祉施設による拠点回収・イベント回収 

【回収箱】本庁・各支所・地区公民館など 23ヶ所 

【回収品目】「牛乳やジュースの紙バック」 

使用済小型家電回収事業 「小型家電リサイクル法」に基づく拠点回収 

【回収箱】本庁・各支所・出張所など 

【回収品目】「使用済小型家電」 

事業者 事業系廃棄物減量化促進

事業  

事業系ごみの減量化・リサイクルの促進 

①大規模事業所ごみ減量推進事業【指定数 120】 

②エコショップ認定事業【認定数 85】 

③事業者向けパンフレットの作成・配布 

剪定枝等リサイクル事業 施設に搬入される剪定枝等のリサイクル促進 

【対象】庭木、公園内の樹木等の剪定枝 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）行政独自の取組み 

生ごみの減量・リサイクル 
市庁舎の生ごみ減量化、小中学校や給食調理場の生ごみ資源化 

 
分別の徹底・再資源化 
缶、びん、ペットボトル、古紙(新聞･雑誌･段ボール･使用済みコピー用紙･機密文書等)の分別・再資源化 

 
エコオフィス運動 
職場単位でのごみ量調査と計画策定、グリーン購入の推進、マイ箸(持ち箸)運動など 
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(2) 総資源化量
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総資源化量 
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合計）及びリサイクル率の推移は、図

総資源化量の推移をみると、全体的に減少する傾向にあり、平成

ましたが、ここ数年、集団回収他や直接資源化量が増加してきたことで、平成

35.9千トンとなって

これをリサイクル率の推移でみると、平成

年度は 21.9％と増加に転じています。この要因としては、

よるごみ排出量（総処理量）の減少、総資源化量の増加等によるものと推察されます

また、リサイクル率について、

全国平均や県平均より高い水準にありましたが、平成
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総資源化量（収集前の資源化量、直接資源化量、焼却工場や資源化施設での処理後資源化量の
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年度で比べると、本市（
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総資源化量（収集前の資源化量、直接資源化量、焼却工場や資源化施設での処理後資源化量の

合計）及びリサイクル率の推移は、図 13～14 に示すとおりです。
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図 14 

                             

リサイクル率の推移（全国、大分県との比較）
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リサイクル率の推移（全国、大分県との比較）
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リサイクル率の推移（全国、大分県との比較）

                             

リサイクル率の推移（全国、大分県との比較）

                             

リサイクル率の推移（全国、大分県との比較） 
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 1-4 最終処分の状況 

最終処分場の概要、最終処分量及び 1 人 1 日当たり埋立量、最終処分率の推移については、

表 5、図 15～17 に示すとおりです。 

現在、最終処分の大部分は、施設規模の大きい福宗環境センター鬼崎埋立場で受け入れており、

同埋立場の残余年数は、平成 27 年度の試算で約 39 年程度となっています。 

最終処分量の推移をみると、平成 19 年度に大きく減少した後、増減を繰り返していましたが、

平成 24 年度以降は減少する傾向にあり、平成 27 年度は 9.9千トン、最終処分率では 6.2％、

1 人 1 日当たり埋立量では 56gとなっています。 

平成 19 年度以降の 1 人 1 日当たり埋立量について、全国及び大分県の平均と比較すると、経

年的には全国平均を常に下回っており、また、平成 20 年度以降では県平均を下回る状況が続い

ています。 

これを直近の平成 26 年度で比べると、本市（61g）は、県平均（72g）より 11g少なく、

全国平均（92g）とは 31g少ない状況です。 

また、最終処分率でも同様に、平成 20 年度以降では本市が常に低い水準にあり、平成 26 年

度で比べると、本市（6.5％）は、県平均（7.7％）より 1.2ポイント、全国平均（10.3％）よ

り 3.8ポイント下回っています。 

 

表 5 最終処分場の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名　称名　称名　称名　称

所 在 地

開 設 年 月 日

総 面 積 901,300 m
2 64,800 m

2 27,000 m
2

埋 立 地 面 積 224,900 m
2 64,800 m

2 4,100 m
2

全 体 容 量 2,840,000 m
3 1,124,000 m

3 22,000 m
3

残 余 容 量 453,732 m
3 224,262 m

3 12,755 m
3

埋 立 工 法

埋 立 対 象 物

年 間 埋 立 量

（平成27年度）
11,123 m

3 75 m
3 0 m

3

コンクリート破片、

石、瓦等、焼却残渣

破砕後不燃物

コンクリート破片、

石、瓦等
休止中

昭和47年12月 昭和61年9月 平成10年1月

セル方式 セル方式 セル方式

福宗環境センター福宗環境センター福宗環境センター福宗環境センター

鬼崎埋立地鬼崎埋立地鬼崎埋立地鬼崎埋立地

佐野清掃センター佐野清掃センター佐野清掃センター佐野清掃センター

埋立地埋立地埋立地埋立地
関崎清浄園関崎清浄園関崎清浄園関崎清浄園

大分市大字鬼崎

647番地

大分市大字佐野

3400番地の10

大分市大字佐賀関

2の4057番地の1



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

図 16 1 人

                             

図 15

人 1 日当たり埋立量の推移（全国、大分県との比較）
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15 最終処分量の推移

日当たり埋立量の推移（全国、大分県との比較）
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最終処分量の推移 

日当たり埋立量の推移（全国、大分県との比較）

                             

 

日当たり埋立量の推移（全国、大分県との比較）

                             

日当たり埋立量の推移（全国、大分県との比較） 
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図 17
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17 最終処分率の推移

                             

16 

最終処分率の推移 
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（単位：千円）

　　　　　　　年度　　　　　　　年度　　　　　　　年度　　　　　　　年度

　区分　区分　区分　区分
H23H23H23H23 H24H24H24H24 H25H25H25H25 H26H26H26H26 H27H27H27H27

一般会計 156,925,740 169,529,180 161,537,572 162,606,242 164,817,007

清掃費 6,478,193 7,476,289 7,465,819 7,621,000 7,247,691

清掃総務費 2,827,719 2,908,261 2,606,839 2,522,900 2,419,200

ごみ処理費 2,561,521 2,673,507 2,583,600 2,872,155 3,005,726

ごみ収集費 445,907 478,917 529,674 695,843 792,229

し尿処理費 209,994 208,075 202,857 230,087 213,860

し尿収集費 50,990 46,767 50,343 48,038 46,749

ごみ減量

リサイクル

推進事業費

339,318 337,707 340,422 739,120 728,973

産業廃棄物

対策事業費
42,744 40,835 41,125 43,037 40,954

1-5 ごみ処理経費の状況 

(1) 清掃費の推移 

本市の清掃費及び市民 1 人当たりの清掃費（し尿及び産業廃棄物を含む）の推移は、表 6～7

に示すとおりです。 

平成 27 年度の清掃費の総額は 72億 4,769万円、一般会計に占める割合は 4.4％となって

います。また、これを市民 1 人当たりの清掃費でみると 15,155円、世帯当たりでは 33,749

円となっています。 

 

表 6 清掃費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 7 １人・世帯当たりの清掃費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　　年度　　　　　　　年度　　　　　　　年度　　　　　　　年度

　区分　区分　区分　区分
H23H23H23H23 H24H24H24H24 H25H25H25H25 H26H26H26H26 H27H27H27H27

清掃費（千円） 6,478,193 7,476,289 7,465,819 7,621,000 7,247,691

人口（人） 475,788 476,723 477,640 477,853 478,241

世帯数（世帯） 206,718 208,097 210,226 212,396 214,752

市民一人当たりの

清掃費（円/人）
13,616 15,683 15,631 15,948 15,155

世帯当たりの清掃

費（円/世帯）
31,338 35,927 35,513 35,881 33,749



     

(2) 

1

に示すとおりです。

平成

焼却が半分近くの

部門で

部門については、増加する傾向にあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 収集原価

 ごみ収集

 資源物収集

 し尿収集

 処分原価

 ごみ処分

 焼却

 破砕

 埋立

 資源物処分

 し尿処分

　　　　　　　　年度　　　　　　　　年度　　　　　　　　年度　　　　　　　　年度

　区分　区分　区分　区分

(2) ごみ処理原価

1 人当たりのごみ処理原価（資源物を含む）、収集原価及び処分原価の推移は、図

に示すとおりです。

平成 27 年度の

焼却が半分近くの

部門で 9割を占めています。また、ごみ処理原価の推移をみると、焼却、破砕、資源物処分の

部門については、増加する傾向にあります。

 

表 8 １人当たりの収集原価及び処分原価の推移

                                    

 ごみ収集

 資源物収集

 し尿収集

 ごみ処分

 焼却

 破砕

 埋立

 資源物処分

 し尿処分

　　　　　　　　年度　　　　　　　　年度　　　　　　　　年度　　　　　　　　年度

ごみ処理原価 

人当たりのごみ処理原価（資源物を含む）、収集原価及び処分原価の推移は、図

に示すとおりです。 

年度の 1 人当たりのごみ処理原価は

焼却が半分近くの 48.7％（

割を占めています。また、ごみ処理原価の推移をみると、焼却、破砕、資源物処分の

部門については、増加する傾向にあります。

１人当たりの収集原価及び処分原価の推移

                             

H23H23H23H23

5,658

4,583

757

318

8,036

6,848

5,815

394

638

411

776

人当たりのごみ処理原価（資源物を含む）、収集原価及び処分原価の推移は、図

人当たりのごみ処理原価は

％（6,378 円）を占め、収集運搬が

割を占めています。また、ごみ処理原価の推移をみると、焼却、破砕、資源物処分の

部門については、増加する傾向にあります。

図 18 １人当たりのごみ処理原価

１人当たりの収集原価及び処分原価の推移
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（単位：円/人）
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人当たりのごみ処理原価（資源物を含む）、収集原価及び処分原価の推移は、図 18、表 8
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円）と、この 2

割を占めています。また、ごみ処理原価の推移をみると、焼却、破砕、資源物処分の 3
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1-6 市民意識調査結果 
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1-7 ごみ処理の評価（一般廃棄物処理システム分析比較） 

(1) 概要 

市町村一般廃棄物処理システム比較分析は、「市町村における循環型社会づくりに向けた一般

廃棄物処理システムの指針」（環境省，平成 25 年 4月改訂）で示された市町村の廃棄物処理シ

ステムを客観的に評価するための手法で、人口規模や産業構造等が類似している市町村間（類似

自治体）のもと、統一的な手法で算出した指標値を比較することにより、当該市町村の廃棄物処

理システムを評価するものです。 

ここでは、環境省のホームページで公開されている「市町村一般廃棄物処理システム評価支援

ツール」と環境省一般廃棄物処理実態調査結果（平成 26 年度実績）をもとにシステム分析を行

っています。評価指標としては、システム指針に示されている「標準的な指標」のうち、①～⑤

の 5項目（廃棄物指標）を用い、各指標及びその算出方法は表 9 に示すとおりです。 

なお、レーダーチャートは、類似自治体の平均値を 50 とする偏差値により図示したもので、

数値が大きくなるほど良好な状態を示しています。 

 

表 9  評価指標の算出方法 

標準的な指標 算 出 式 

廃棄物の発生 ①人口１人１日当たりごみ総排出量 ＝ ごみ総排出量÷365÷計画収集人口×103 

廃棄物の再生利用 ②廃棄物からの資源回収率 ＝ 資源化量÷ごみ総排出量 

最終処分 ③廃棄物のうち最終処分される割合 ＝ 最終処分量÷ごみ総排出量 

費用対効果 
④人口１人当たり年間処理経費 ＝ 処理及び維持管理費÷計画収集人口 

⑤最終処分減量に要する費用 ＝ （処理及び維持管理費－最終処分費）÷（ごみ総排出量－最終処分量） 

出典：環境省「市町村一般廃棄物処理システム評価支援ツール」 

 

 

 (2) 類似自治体との比較分析 

類似自治体（中核市：41 市）と比較すると、本市は「廃棄物のうち最終処分される割合」の

評価がやや高い反面、「人口 1 人当たり年間処理経費」や「最終処分減量に要する費用」などコ

スト面では、やや低い評価となっています。これは焼却・溶融処理、破砕処理等による処理後埋

立量の削減や焼却残渣物のセメント原料化等への再資源化によるものと推察されます。 

また、「人口 1 人 1 日当たりごみ総排出量」や「廃棄物からの資源回収率」では、平均的な評

価となっており、今後更なるごみの排出抑制、減量化・リサイクルを進める上では、処理コスト

とのバランスが一層重要となってきます。 
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図 19 評価指標・偏差値によるレーダーチャート 

 

表 10 本市の廃棄物処理の概況 

標準的な指標 

人口1人 1日

当たりごみ

総排出量 

(g/人･日) 

廃棄物から

の資源回収

率 

(t/t) 

廃棄物のう

ち最終処分

される割合 

(t/t) 

人口1人当た

り年間処理

経費 

(円/人･年) 

最終処分減

量に要する

費用 

(円/t) 

平均 999 0.179 0.103 10,342 30,050 

最大 1,266 0.485 0.252 14,498 42,922 

最小 813 0.078 0.012 7,345 19,414 

標準偏差 95 0.069 0.053 1,825 6,507 

当該市町村実績（大分市）当該市町村実績（大分市）当該市町村実績（大分市）当該市町村実績（大分市）    972972972972    0.1930.1930.1930.193    0.0630.0630.0630.063    12,44412,44412,44412,444    35,91635,91635,91635,916    

偏差値 52.8 52.1 57.6 38.5 41.0 

（備考）1  表中の値は平成 26年度実績 

   2  表中で集計した自治体は 41市 

 

【比較分析】 

①人口１人１日当たり排出量は 972g/人･日、類似自治体の中では平均的です。 

②廃棄物からの資源回収率は 0.193t/t、類似自治体の中では平均的です。 

③廃棄物のうち最終処分される割合は 0.063t/t、類似自治体の中ではやや高い評価です。 

④人口１人当たり年間処理経費は 12,444 円/人･年、類似自治体の中ではやや低い評価です。 

⑤最終処分減量に要する費用は 35,916 円/t、類似自治体の中ではやや低い評価です。 
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２．生活排水処理の状況 

２-1 生活排水処理施設の整備状況 

 大分市では、市内各地区の地域特性に応じて、公共下水道、農業集落排水施設、浄化槽の整備、

普及促進を進めています。それらの概要は次のとおりです。 

 

  (１) 公共下水道 

 下水道は、市民の健康で快適な生活環境の確保及び河川、海域など公共用水域の水質保全を

図る汚水処理機能と、降雨時における市街地の雨水排除機能を備えており、安全で豊かな市民

生活の実現を図るためには欠くことのできない基幹的施設の一つです。 

 大分市の下水道は、汚水と雨水を別々に排除する「分流式」を採用し、市街化区域を基本と

して全体計画区域（10,651ヘクタール）を地勢・水系などから５処理区に分割して整備を進

めています。公共下水道事業の概要は、次のとおりです。 

 

表 11 公共下水道事業の概要 

処理区 

項目 

中央処理区 稙田処理区 東部処理区 

全体計画面積       （ｈa） 2,315       1,799       2,715       

事業計画（汚水）面積   （ha） 1,955       1,683       1,894       

整備状況 面積 （ｈa） 1,402       1,403       1,462       

人口 （人） 92,666       66,794       86,715       

下水処理施設 

概要 

施設名 弁天水資源再生センター 宮崎水資源再生センター 原川水資源再生センター 

処理方式 標準活性汚泥法 標準活性汚泥法 酸素活性汚泥法 

放流先 大分川 大分川 原川 

供用開始 昭和 52 年 10 月 1 日 昭和 48 年 12 月 1 日 昭和 60 年 4 月 1 日 

 

処理区 

項目 

大在処理区 南部処理区 合計 

全体計画面積       （ｈa） 2,818       1,004       10,651       

事業計画（汚水）面積  （ha） 1,194       876       7,602       

整備状況 面積 （ｈa） 718       513       5,498       

人口 （人） 27,156       22,497       295,828       

下水処理施設 

概要 

施設名 大在水資源再生センター 松岡水資源再生センター － 

処理方式 標準活性汚泥法 標準活性汚泥法 － 

放流先 大野川 大野川 － 

供用開始 平成 2 年 4 月 1 日 平成 4 年 4 月 1 日 － 

    （備考）平成 28 年 3 月 31 日現在 
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  (２) 農業集落排水施設 

 農業集落排水施設は、農業集落における生活環境の改善や農業用排水路の水質改善、河川等

の公共用水域の水質保全を図るために、し尿、生活雑排水などの汚水を処理する施設です。 

 本市では、吉野地区、市尾地区、内稙田地区の３地区で整備を進め、平成 11 年度に吉野地

区、平成 17 年度に市尾地区、平成 23 年度に内稙田地区が、それぞれ供用開始しています。 

 

 

  (３) 浄化槽（合併処理浄化槽） 

 浄化槽に関しては、「大分市浄化槽設置費補助金交付要綱」に基づき、補助の対象となる地

域内で、住宅の「みなし浄化槽（単独処理浄化槽）」または「汲み取り便槽」から、「浄化槽（合

併処理浄化槽）」（5～10 人槽）に設置替えする人に対し、予算の範囲内で設置等工事費の一部

を補助するなど、浄化槽の整備拡充を推進しています。 

 

 

  (４) 生活排水を処理する区域 

 生活排水を処理する区域は、次のとおりです。 
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図 20 生活排水を処理する区域 

  

最新版を添付 
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２-２ し尿・浄化槽汚泥処理の状況 

  (１) し尿・浄化槽汚泥の処理体制 

 大分市における現在のし尿・浄化槽汚泥の処理体制は、次のとおりです。 

 旧大分地区、佐賀関地区で収集されるし尿・浄化槽汚泥は、市が管理するし尿処理施設（大洲

園処理場）で処理を行い、処理水は井戸水で希釈し水質調整を行った後、公共下水道へ放流して

います。 

 また、野津原地区で収集されるし尿・浄化槽汚泥は、由布大分環境衛生組合が管理するし尿処

理施設（由布大分環境衛生センター）で処理を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      （備考）平成 27 年度末現在 

図 21 し尿・浄化槽汚泥の処理体制 
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  (２) し尿処理施設の概要 

 し尿処理施設の概要は、次のとおりです。 

 

表 12 大洲園処理場の概要 

施設名 大洲園処理場 

施設所管 大分市 

所在地 大分市西新地１丁目７番３号 

処理能力 390 kL/日 （し尿 71 kL/日、浄化槽汚泥 319 kL/日） 

処理対象区域 野津原地区を除いた大分市全域 

処理方式 下水道放流施設 

 ・前処理＋前曝気＋固液分離＋凝集処理＋希釈調整→下水放流 

 ・し渣及び脱水汚泥→場外搬出処分 

放流先 公共下水道 

稼動開始 平成 14 年 4 月 

 

 

表 13 由布大分環境衛生センターの概要 

施設名 由布大分環境衛生センター 

施設所管 由布大分環境衛生組合 

所在地 由布市挾間町鬼崎７１８－１ 

処理能力 80 kL/日 （既設 45 kL/日、新設 35 kL/日） 

処理対象区域 大分市の野津原地区、由布市 

処理方式 既設 

 ・標準脱窒素処理方式＋高度処理 

新設 

 ・浄化槽汚泥対応型膜分離高負荷脱窒素処理方式＋高度処理 

放流先 大分川 

稼動開始 既設：平成元年 4 月、 新設：平成 16 年 4 月 

 

 

  



     

 

  (３

 大洲園処理場では、旧大分地区、佐賀関地区で収集されるし尿・浄化槽汚泥（農業集落排水施

設からの汚泥を含む）の処理を行っており、その量は平成

316kL

 一方、野津原地区で収集されるし尿・浄化槽汚泥については、由布大分環境衛生センターで処

理を行っており、その量は平成

年的には減少傾向で推移しています。
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３) し尿・浄化槽汚泥の処理実績

大洲園処理場では、旧大分地区、佐賀関地区で収集されるし尿・浄化槽汚泥（農業集落排水施

設からの汚泥を含む）の処理を行っており、その量は平成

316kL）となっています。経年的には減少傾向で推移しています。

一方、野津原地区で収集されるし尿・浄化槽汚泥については、由布大分環境衛生センターで処

理を行っており、その量は平成

年的には減少傾向で推移しています。

（備考） 四捨五入により、合計値が一致しない場合がある。
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し尿・浄化槽汚泥の処理実績

大洲園処理場では、旧大分地区、佐賀関地区で収集されるし尿・浄化槽汚泥（農業集落排水施

設からの汚泥を含む）の処理を行っており、その量は平成

）となっています。経年的には減少傾向で推移しています。

一方、野津原地区で収集されるし尿・浄化槽汚泥については、由布大分環境衛生センターで処

理を行っており、その量は平成

年的には減少傾向で推移しています。

表 1４ 大洲園処理場での処理実績（旧大分地区、佐

四捨五入により、合計値が一致しない場合がある。

図 22 大洲園処理場での処理実績（旧大分地区、佐賀関地区）
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）となっています。経年的には減少傾向で推移しています。
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理を行っており、その量は平成 27 年度で
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 １日平均 （kL/日）

 年間 （kL/年）

 １日平均 （kL/日）
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大洲園処理場では、旧大分地区、佐賀関地区で収集されるし尿・浄化槽汚泥（農業集落排水施

設からの汚泥を含む）の処理を行っており、その量は平成

）となっています。経年的には減少傾向で推移しています。

一方、野津原地区で収集されるし尿・浄化槽汚泥については、由布大分環境衛生センターで処

年度で 3,527kL

 

大洲園処理場での処理実績（旧大分地区、佐

四捨五入により、合計値が一致しない場合がある。 

大洲園処理場での処理実績（旧大分地区、佐賀関地区）

年 度　 H23

（kL/年） 16,489

（kL/日）

（kL/年） 105,895

（kL/日）

（kL/年） 122,384

（kL/日）
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大洲園処理場では、旧大分地区、佐賀関地区で収集されるし尿・浄化槽汚泥（農業集落排水施

設からの汚泥を含む）の処理を行っており、その量は平成 27

）となっています。経年的には減少傾向で推移しています。

一方、野津原地区で収集されるし尿・浄化槽汚泥については、由布大分環境衛生センターで処

3,527kL（１日平均：

大洲園処理場での処理実績（旧大分地区、佐

大洲園処理場での処理実績（旧大分地区、佐賀関地区）

H23 H24

16,489 15,635

45

105,895 103,250

289

122,384 118,885

334

                             

大洲園処理場では、旧大分地区、佐賀関地区で収集されるし尿・浄化槽汚泥（農業集落排水施

27 年度で 115,545kL

）となっています。経年的には減少傾向で推移しています。 

一方、野津原地区で収集されるし尿・浄化槽汚泥については、由布大分環境衛生センターで処

（１日平均：9.6kL

大洲園処理場での処理実績（旧大分地区、佐賀関地区）

大洲園処理場での処理実績（旧大分地区、佐賀関地区）

H24 H25

15,635 14,709

43

103,250 101,968

283 279

118,885 116,677

326 320

                             

大洲園処理場では、旧大分地区、佐賀関地区で収集されるし尿・浄化槽汚泥（農業集落排水施

115,545kL（１日平均：

一方、野津原地区で収集されるし尿・浄化槽汚泥については、由布大分環境衛生センターで処

9.6kL）となっています。経

賀関地区） 

大洲園処理場での処理実績（旧大分地区、佐賀関地区） 

H25 H26

14,709 14,323

40 39

101,968 99,881

279 274

116,677 114,204

320 313

                             資料編

大洲園処理場では、旧大分地区、佐賀関地区で収集されるし尿・浄化槽汚泥（農業集落排水施

（１日平均：

一方、野津原地区で収集されるし尿・浄化槽汚泥については、由布大分環境衛生センターで処

）となっています。経

H27

14,323 13,532

39 37

99,881 102,013

274 279

114,204 115,545

313 316

資料編 

大洲園処理場では、旧大分地区、佐賀関地区で収集されるし尿・浄化槽汚泥（農業集落排水施

（１日平均：

一方、野津原地区で収集されるし尿・浄化槽汚泥については、由布大分環境衛生センターで処

）となっています。経

13,532

37

102,013

279

115,545

316
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　区　分

由布大分

環境衛生

（野津原分）

            

（備考） 四捨五入により、合計値が一致しない場合がある。

図

　区　分

 し尿

由布大分

環境衛生  浄化槽汚泥

センター

（野津原分）  合計

                                    

表 15 由布大分環境衛生センターでの処理実績（野津原地区）

四捨五入により、合計値が一致しない場合がある。

図 23 由布大分環境衛生センターでの処理実績（野津原地区）

 し尿  年間

 １日平均

 浄化槽汚泥  年間

 １日平均

 合計  年間

 １日平均

                             

由布大分環境衛生センターでの処理実績（野津原地区）

四捨五入により、合計値が一致しない場合がある。

由布大分環境衛生センターでの処理実績（野津原地区）

 年間 （kL/年）

 １日平均 （kL/日）

 年間 （kL/年）

 １日平均 （kL/日）

 年間 （kL/年）

 １日平均 （kL/日）

                             

資料－28

由布大分環境衛生センターでの処理実績（野津原地区）

四捨五入により、合計値が一致しない場合がある。 

由布大分環境衛生センターでの処理実績（野津原地区）

年 度　 H23

（kL/年）

（kL/日）

（kL/年）

（kL/日）

（kL/年）

（kL/日）
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由布大分環境衛生センターでの処理実績（野津原地区）

由布大分環境衛生センターでの処理実績（野津原地区）

H23 H24

519

1.4

3,250 3,528

8.9

3,769 4,104

10.3

                             

由布大分環境衛生センターでの処理実績（野津原地区）

由布大分環境衛生センターでの処理実績（野津原地区）

H24 H25

576 484

1.6

3,528 3,375

9.7

4,104 3,859

11.2 10.6

                             

由布大分環境衛生センターでの処理実績（野津原地区） 

由布大分環境衛生センターでの処理実績（野津原地区） 

H25 H26

484 541

1.3 1.5

3,375 3,149

9.2 8.6

3,859 3,690

10.6 10.1

                             資料編

H27

541 525

1.5 1.4

3,149 3,002

8.6 8.2

3,690 3,527

10.1 9.6

資料編 

525

1.4

3,002

8.2

3,527

9.6


